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第1章 プロジェクトの概要 

 

1.1 背景 

ベトナムでは飛躍的な経済成長に伴う工業化・都市化により、汚染排水量が増加している。例とし

てドンナイ川流域では、2020 年には 450 万 m3/日、2040 年には 700 万 m3/日に増加することが見込ま

れている。適切な施設整備や維持管理が不十分なこともあり、そのために水環境汚染が深刻になって

いる。 

こうした背景のもと、ベトナムでは、2003 年に定めた「国家環境保全戦略（旧戦略）」を 2012 年

に再編し、2020 年までの目標として定めた（新戦略）。新戦略では、旧戦略の総括を行い、これまで

に天然資源環境省（Ministry of Natural Resources and Environment: MONRE）の設立や法整備等、環境

保全に向けた制度構築が行われた一方で、実際の汚染状況は悪化していることを述べ、環境保全に向

けた国家的取り組みを重要とし、4 つの重要な戦略の一つとして「汚染源対策及び汚染管理」を挙げ

ている。また、2006～2007 年にはベトナムにおける三大重点流域である北経済水域、ヌエダイ川流

域、及びドンナイ川流域の開発と管理にかかる計画が策定・承認されている。 

これらの戦略や計画を踏まえて、MONRE は 2014 年に環境保護法（Law on Environmental Protection 

No.55/2014/QH13: LEP）を改正し、同法の中で MONRE を流域水環境管理の担当官庁として定めた。

環境保護法の改定を踏まえ、水環境管理を強化するための法制度整備は大きな進展が図られている

が、こうした新たな規定及び制度に基づく排水排出源管理及び汚濁負荷解析、水質モニタリングなど

に係る実際の施策運営の面では課題を抱えており、更なる検討が必要である。併せて、ベトナム政府

は、水資源保全の観点から、水環境管理（水質を主体とする管理）に加えて治水や利水も含めた統合

水資源管理（水量も含めた水資源の総合的な管理）を目指す旨を示した「2020 年までの国家水資源

戦略 (Decision No.81/2006/QD-TTg)」を作成し、2013 年には水資源法を制定している。このため、統

合水資源管理に向けた段階的な取り組みとして、MONRE がベトナムの国内全流域において地域的な

水環境管理を推進するため、主要３河川流域（カウ川、ドンナイーサイゴン川、ヌエダイ川）での流

域環境管理委員会の設置を行い、同一流域における地方省間の流域水環境管理強化を実施している。

また、地域レベルではドンナイ川流域で、地方省の間での、流域間の Agreement を結ぶなどの取り組

みを行っている。 

しかし、こうした取り組みは、各地方省の取組の情報共有を行っているといった試行的取り組みに

とどまっている。地方の各省で環境管理を担う天然資源環境局（Department of Natural Resources and 

Environment:以下 DONRE）には、人員、人材、予算、適切な環境管理に必要な経験、技術力が不足し

ており、水環境管理行政を執行していく上での体制強化が求められている。 

JICA はベトナムにおいて、北部地域の代表的な複数の省を含む流域であるカウ川流域の管理計画

策定するという目的で、開発調査「河川流域水環境管理調査」(2008 年～2010 年)を実施した。また、
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水環境管理に係る主要な都市・省1の水環境管理に係る実務（水質モニタリング、排水排出源インス

ペクション、汚濁負荷解析など）能力の強化を図るという目的で、技術協力プロジェクト「全国水環

境管理能力向上プロジェクト」（2010～2013 年）を実施し、これらの協力を通じてベトナム行政機関

の環境モニタリングや汚染源の監督検査に関する基礎的な能力は強化された。しかし流域単位での

水環境管理に必要となる地方の各省間の連携協力による組織体制や政策実施能力が不足しているこ

とから、ベトナム政府より流域単位の水環境管理の実務能力強化に係る新規の技術支援要請が提出

された。同要請を受けて JICA は 2014 年 7～8 月及び同年 12 月～2015 年 6 月にかけて詳細計画策定

調査を実施し、2015 年 8 月 24 日に協議議事録（R/D）を締結した。 

1.2 プロジェクトの概要 

(1) プロジェクト名 

和文：流域水環境管理能力向上プロジェクト 

英文：The Project for Strengthen Capacity of Water environmental Management in River Basin 

(2) 上位目標 

MONRE/VEA（ベトナム環境総局：Vietnamese Environment Administration）と天然資源環境部

（DONRE）による実施能力が強化され、モデル流域以外に流域水環境管理システムが導入され

る準備が整う。 

(3) プロジェクト目標 

流域水環境管理に関する天然資源環境省/ベトナム環境総局（MONRE/VEA）の政策策定・実施

能力、及びモデル流域内の対象地方省の天然資源環境部（DONRE）による政策実施能力が向上

する。 

(4) 期待される成果 

成果 1：流域水環境管理に関する法的文書の策定と執行に関する天然資源環境省/ベトナム

環境総局（MONRE/VEA）と天然資源環境部（DONRE）の能力が強化され、天然資

源環境省/ベトナム環境総局（MONRE/VEA）による流域水環境管理メカニズムの制

度化の基盤が整備される。 

成果 2：パイロットプロジェクトの実施を通じて、天然資源環境省/ベトナム環境総局

（MONRE/VEA）ならびに天然資源環境部（DONRE）の流域水環境管理に関する行

政執行能力が強化される。 

成果 3：成果 1 と成果 2 の成果をベースとして、流域水環境管理改善のためのロードマップ

が作成され、天然資源環境省/ベトナム環境総局（MONRE/VEA）による統合流域水

資源管理導入に向けた体制案が作成される。 

(5) 対象地域 

ハノイ（MONRE 本省）、カウ川流域（タイグエン省、バクザン省、バクニン省）、ドンナイ

                                                        
1 ハノイ市、ホーチミン市、ハイフォン市、フエ省、バリアブンタウ省 
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川流域（ホーチミン市、ドンナイ省、ビンズオン省、バリア・ブンタウ省） 

(6) 関係官庁・機関 

MONRE/VEA の廃棄物管理局（Department of Waste Management）2 

環境科学研究所（Institute of Environment and Science: ESI） 

1.2 (5)に示した各市、省の DONRE 

(7) プロジェクト期間 

当初期間 2015 年 11 月～2018 年 11 月 

最終期間 2015 年 11 月～2019 年 8 月 

1.3 プロジェクトデザインマトリックス（PDM） 

PDM は、プロジェクト実施期間（2015.12～2019.8）中に 3 回の改訂を実施した。最終版となる PDM 

ver.3.0 を添付資料に示す。 

1.4 プロジェクト実施体制 

天然資源環境省/ベトナム環境総局（MONRE/VEA）の廃棄物管理環境改善局（Department of Waste 

management and Environmental Improvement: WENID）、環境科学研究所（ESI）、およびカウ川流域及び

ドンナイ川流域内の地方省（6 省 1 市）の天然資源環境部（DONRE）を C/P とし、日本側は、JICA

長期専門家チームとコンサルタントによる短期専門家チームによる共同体制で実施した。 

なお、プロジェクト実施期間中（2018 年 5 月）に、主要 C/P である VEA の組織改編があり、C/P

のうち、廃棄物管理環境改善局（Department of Waste Management and Environmental Improvement: 

WENID）が廃棄物管理局（Department of Waste Management）に名称が変更となった。 

これら、関係組織にて、合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）、タスクフォース

（Task Force：TF）、プロジェクト管理ユニット（Project Management Unit：PMU）を構築し、プロ

ジェクトの運営・管理に当たった。各組織の役割は表 1.1に示すとおりである。 

 

表 1.1 各管理組織の役割 

項目 合同調整委員会: JCC タスクフォース: TF プロジェクト管理ユニット: PMU 
役割 - 機関間の調整の促進 

- プロジェクト活動の進捗確認 
- プロジェクトの枠組みの見直
し及び検討 

- プロジェクト期間に浮上した
主な課題についての議論及び
助言 

- プロジェクトにおけるすべて
の事柄の公的承認 

 

- WG 活動の進捗確認 
- パイロットプロジェクトの見
直し及び検討 

- プロジェクトマネジメントの
課題についての議論 

- 省間の調整の促進 
- プロジェクト活動による教訓・
学びの結論付け 

- IWPM の Road Map の検討 
  
- 進捗及び重要な事柄の JCC へ
の報告 

プロジェクトの運営管理 
- VEA/MONRE 内 あ る い は

VEA/MONRE と DONRE 間の調
整 

- プロジェクトの実質的監理 
- TF,WG メンバーの調整および提
言 

- プロジェクトの実施計画の確
認・承認 

- プロジェクト実施上で起こる各
種問題の解決 

- プロジェクト進捗の確認および

                                                        
2 プロジェクト開始時は、廃棄物管理環境改善局（Department of Waste Management and Environmental Improvement: 

WENID）であったが、2018 年 5 月の VEA の組織改変により、廃棄物管理局（Department of Waste Management）と

なった。 
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項目 合同調整委員会: JCC タスクフォース: TF プロジェクト管理ユニット: PMU 
 JCC への報告 

- プロジェクト成果品の確認及び
承認 等 

構成  Chair: MONRE/VEA のリーダー 
MONRE 
   - ESI, WENID  
   - DWRM  
   - ICD  
JICA 
- ベトナム事務所  
- JICA 専門家チーム 
適切な機関 

各流域に TF が設置される。（カ
ウ流域、ドンナイ流域） 
MONRE  
WENID, ESI  
PPC  
- PPC の代表 
- DONRE  
- その他 

MONRE 
   - ESI, WENID  
   - DWRM  
   - ICD  
JICA 
- ベトナム事務所  
- JICA 専門家チーム 

頻度 毎年 約半年毎 隔週～毎月（原則） 
場所 ハノイ  各流域地域 

(カウ: ハノイ , ドンナイ: ホー
チミン) 

ハノイ 

活動  事業の課題を公的に承認するた
めのミーティングの開催。 

- ミーティングの開催 
- セミナー、WS の開催 
- 事業進捗報告書の提出 

- プロジェクトの進捗確認 
- 成果品の確認・承認 
- 課題解決 

成果 JCC 協議議事録 
 

- TF 協議議事録 - 協議議事録 

出典：JICA 専門家チーム 
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第2章 活動の概略 

2.1 活動概略 

本プロジェクトは、2015 年 11 月より、対象流域（カウ川流域及びドンナイ川流域）における流域

水環境管理能力向上を目的として実施された。本プロジェクトは、成果 1： 流域水環境管理実施の

ための法的文書の構築、成果 2：負荷容量評価のための能力向上、成果 3：ベトナム国における流域

水環境管理の推進において必要とされる活動の提案、の 3 つの期待される成果により、構成されてい

る。現地業務として 2016 年 1 月から 2019 年 4 月までに、下表の活動を行った。 

 
表 2.1 プロジェクト活動概略 

項目 内容 

共通の活動 
・46 回の PMU会議、5 回の合同調整委員会（JCC）協議を実施した。 
・北部、南部の DONREが合同で各流域を視察するスタディ・ツアーを 2 回実施した。 
・2016 年、2017 年、2018 年に各 1 回の本邦研修を実施した。 

成果 1 

・許容汚濁負荷量評価に関する Circular 案が、Circular-76 に組み込まれ施行された。また。許容汚濁
負荷量算定手法ガイドラインが VEA Decision として規定された。 
・排水流出源インベントリに関するテクニカルガイドラインとマニュアルが作成された。 
・改訂 Decree 最終案の一部として、環境賠償の申請手順、評価を実施する組織の選定基準が策定さ
れた。 
・調整手法やデータ・情報共有にかかるテクニカルガイドライン最終案が作成された。 

成果 2 

・パイロットプロジェクトエリアにおける汚濁負荷量分析が実施された、また、排水排出源インベントリを

構築し、許容汚濁負荷量の検討を行った。 
・2016 年 9 月から 2017 年 3 月に基礎研修コースが、2017 年 3 月から 9 月に上級者研修コースが実
施された。多くの研修者が JICA専門家チームにより提供された技術資料を活用した研修を受けた。 
・上記技術資料の本プロジェクト終了後の研修での活用、及び本プロジェクトの対象省以外の各省や

関係専門家等との共有を目的として、VEA出版物として印刷・配布した。 

成果 3 

・対象流域の関連省間における調整・情報共有のトライアル活動として、北部、南部のDONREが一堂
に会して協議を行う TF 会議を各流域で 6 回（一部南北共催）実施した。 
・上記 TF 会議で、パイロットプロジェクトの成果、法的文書作成の経過を共有した。 
・流域水管理の行動計画、全体計画及び統合水資源管理へのロードマップを作成した。 

出典：JICA 専門家チーム 

 

2.2 成果 1に係る活動と成果 

(1) 活動の概要 

成果 1 では、流域水環境管理メカニズム制度化の基盤を構築するという目的で、表 2.2 に示す

6 つの通達（Circular）3の最終ドラフト案作成に係る活動である。具体的な活動として、既存法

                                                        
3 Circular（通達）は、日本の法令体系の施行規則に近い内容となる。ベトナム国の法体系の概要は以下に示すとお

り。 
法文書 英語 文書コード 承認者・機関 

法律 Law QH（国会の回数） 国会 

決議 Resolution NQ-（承認機関の略語） 国会、国会常務委員会、首相等 

政令 Decree ND-CP 首相 

決定 Decision  QD-（承認機関の略語）* 首相（TTg）、大臣等 

通達 Circular TT-（担当機関の略語） 大臣等 

通知 Official Notice TB-（担当機関の略語） 大臣等 
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及び政令、規則などのレビュー活動、法的文書作成の手続きの確認、作成する文書の技術的内容

に係るベトナム国内の専門家との協議を経て、法的文書最終ドラフト案の作成を行った。 

表 2.2 本プロジェクトで起案/施行を想定していた Circular のタイトル（当初案） 

通称 タイトル 
Circular-1 Coordination mechanism for RBWEM 
Circular-2 Assessment of loading capacity and estimation of discharge permit 
Circular-3 Main wastewater discharge sources for RBWE 
Circular-4 Information sharing and disclosure system for inter-provincial RBWEM 
Circular-5 Guiding format and procedure of requesting environmental compensation 
Circular-6 Stipulating selecting criteria and responsibilities of agency providing 

environmental monitoring and assessment service to collect evidences 
compensation and environmental damage; and guiding the setting up and operation 
of councils for data and proof appraisal 

注：タイトルは PDM (Ver.1.0)に準じている。 
出典：JICA 専門家チーム 

(2) 活動の実施方法 

表 2.2 に示す最終ドラフト案を作成する通達（Circular）等の内容は、① 流域内の許容汚濁負

荷量割り当てに係る調整手法、② 許容汚濁負荷量の算定手法、③ 排水排出源インベントリ構築

手法、④ 許容汚濁負荷量の算定に必要な情報・データの収集・共有手法、⑤ 環境賠償に係る申

請手続き手法、及び⑥ 環境賠償額算定を行う機関の選定手法、の 6 種類である。 

プロジェクト期間中には、上記の通達（Circular）を含む関連法令の最上位法となる環境基本

法（LEP）および政令（Decree）38 の改訂や、天然資源環境省（MONRE）傘下の水資源管理局

（Department of Water Resource Management：DWRM）が並行して検討している省令との競合、更

に流域管理機関（River Basin Organization: RBO）4の設立の遅延を受け、プロジェクトで検討する

通達の策定も大きく影響を受けた。この他、提案文書に記載する規定内容を考慮し、ガイドライ

ンが適切なのか、より上位の政府議定に位置付けるべきかなど検討を行い、ベトナム環境総局

（VEA）に対して技術的な助言を行っている外部専門家の意見等も参考とし、最終ドラフト案の

作成を進めた。 

執行能力の向上に関しては、通達（Circular）案作成プロセスにおいて、その実施可能性をより

高めるため、パイロットプロジェクト活動で得られた経験・課題を整理し通達（Circular）案の内

容検討の参考とした。内容検討作業は C/P と共同で行い、流域水環境管理に向けた課題を随時共

有した。また、流域水環境管理に必要な技術移転のためのトレーニング活動を行った。 

(3) 活動の成果 

最終的に表 2.3 に示すような形で成果物を残すに至った。特に、ベトナム側 C/P が最も注力し、

技術的にも多くの協議、研修を実施した汚濁負荷解析・許容汚濁負荷量評価に関する分野に関し

                                                        
4 流域管理機関（RBO）は 2016 年 10 月より設立が検討されている機関。複数の省を流下する流域水環境管理に係

る関係官庁、各省の間の調整機関としての役割を担う予定であり、天然資源環境省、商工省、農業農村開発省、建

設省などの官庁や各省の人民委員会、農業組合、青年同盟、公安委員会といった関係部局の代表者で構成される。

現在、RBO 設立の提案は、Prime Minister Office で検討されている。 
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ては、水資源管理局 DWRM との協調の基、通達（Circular）-76 として法制度化された。また、

同技術に関する技術ガイドラインも VEA 決定（VEA Decision）として、正式に承認された。 

表 2.3 成果 1 における成果品一覧 

No. 成果品名 制度化の状況 

1 Regulating assessment of wastewater receiving capacity and loading 
capacity of rivers and lakes 

MONRE 通達（施行） 
通達最終ドラフト案 

2 Promulgating the technical guideline for calculating of loading capacity of 
river water sources VEA決定（施行） 

3 The training materials on loading capacity assessment VEA出版物 

4 Guideline on Wastewater Discharge Source Inventory (WDSI) 
development for river basin water environment management 

通達最終ドラフト案 
技術マニュアル 

5 Guidelines of Data and Information Sharing for Loading Capacity 
Calculation, and Wastewater Discharge Sources Inventory Development ガイドライン 

6 Guideline for Coordination Mechanism in Pollutant Load Discharge 
Management ガイドライン 

7 Environmental compensation report 政令最終ドラフト案 

8 Review works for Environmental Compensation 報告書 
出典：JICA 専門家チーム 

 

2.3 成果 2に係る活動と成果 

(1) 活動の概要 

成果 2 に係る活動としては、成果 1 で作成した通達（Circular）等に関連する技術研修及び汚

濁負荷解析・許容汚濁負荷量の算定、環境啓発活動に係るパイロットプロジェクトを実施した。 

(2) 活動の実施方法 

1) 技術研修 

本プロジェクトの重要な目的の一つは、汚濁負荷量による流域水環境管理実施のための汚濁

負荷解析及び許容汚濁負荷量の検討に必要な技術の向上を図ることであった。プロジェクト開

始時に実施した能力評価結果を踏まえ、C/P と協議し、(a) 日本の経験を踏まえた流域水環境

管理に係る法制度・組織制度の紹介とベトナムへの適用に係る検討、(b) 水質シミュレーショ

ンモデル (QUAL2K & MIKE11)の使用による流域レベルの汚濁負荷量解析及び許容汚濁負荷

量算定、(c) 汚染源インベントリ構築及び汚濁負荷解析、の 3 種類の研修コースを企画した。

各研修プログラムに基礎研修、上級者研修のプログラムを設け、研修を 2016 年 9 月～2017 年

9 月まで実施した。最終的に計 8 件の研修プログラムを VEA 及び対象省に対して実施した。

研修には、延べ 1,182 人が参加した。 
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注：BTC は基礎研修を意味する。また ATC は上級者研修を意味する。 
出典：JICA 専門家チーム 

図 2-1 実施した技術研修の概要 

  

表 2.4 技術研修の参加者数 

研修名 コード ﾊﾞｸｻﾞﾝ ﾊﾞｸﾆﾝ ﾋﾞﾝｽﾞｫﾝ ﾊﾞﾘｱ・ 
ﾌﾞﾝﾀｳ ﾄﾞﾝﾅｲ ﾎｰﾁﾐﾝ ﾀｲｸﾞｴﾝ VEA 計 

Discussion on total 
pollution load and 
discharge quota 
with case study in 
Japan 

ATC- 
1-1 11 6 7 6 8 5 7 4 54 

Hands-on training 
on pollution load 
analysis and 
simulation models 

ATC- 
1-2-1 31 31 29 20 37 6 34 4 192 

Hands-on training 
on loading capacity 
calculation 

ATC- 
1-2-2 23 16 18 13 18 11 17 14 130 

Hands-on training 
on WDSI 
development with 
lecture on how to 
use WDSI for 
pollution control 
activity 

ATC- 
1-3 11 6 6 6 9 2 7 3 50 

Water quality 
standard and 
monitoring 

BTC- 
1-1 18 14 7 19 19 20 42 22 161 

Planning and 
implementation of 
PSI 

BTC- 
1-2 9 12 7 19 19 20 28 22 136 

Delineation of 
watershed, 
"Rainfall-runoff" 
analysis, and river 
water flow analysis 

BTC- 
1-3 28 48 25 27 40 32 36 21 257 

プログラム 3: BTC-1-2 + BTC-1-4
-> ATC-1-3

汚染源インベントリ構築及び汚
濁負荷解析

プログラム 1: BTC-1-1 -> ATC-1-1

日本の経験を踏まえた流域管理
に係る法制度・組織制度の紹介
とベトナムへの摘要に係る検討

プログラム 2:  BTC-1-3 -> ATC-1-2
水質シミュレーションモデル
(QUAL2K & MIKE11)の使用によ

る流域レベルの汚濁負荷量解析
及び許容汚濁負荷量算定

汚濁負荷量による流
域管理の実施能力の

強化
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研修名 コード ﾊﾞｸｻﾞﾝ ﾊﾞｸﾆﾝ ﾋﾞﾝｽﾞｫﾝ ﾊﾞﾘｱ・ 
ﾌﾞﾝﾀｳ ﾄﾞﾝﾅｲ ﾎｰﾁﾐﾝ ﾀｲｸﾞｴﾝ VEA 計 

Planning and 
implementation of 
environmental 
inspection and 
pollution source 
control  

BTC- 
1-4 22 21 11 26 28 27 33 34 202 

 計 153 154 110 136 178 123 204 124 1,182 
出典：JICA 専門家チーム 

2) パイロットプロジェクト 

カウ川流域及びドンナイ川流域にモデル地区を設定し、排水排出源インベントリの構築、汚濁

負荷解析及び許容汚濁負荷量の検討に係るパイロットプロジェクトを実施した。これらの活動

の実施に際しては、再委託及び傭人雇用を活用することによりベトナム国内の専門家と各地方

省の天然資源環境部（DONRE）職員が連携する体制を構築した。 

許容汚濁負荷量の検討は、北部カウ川流域の一部、南部ドンナイ川流域の一部を対象として構

築した水質モデルを使用した。水質モデルは、流域水環境管理あるいは省間での河川管理をする

上で、発生汚濁負荷と流下による水質変化をシミュレートすることで、小流域ごとの汚濁負荷の

影響や効果的な発生源対策を検討するための情報を提供することが可能である。 

両流域でのパイロットプロジェクトの実施事項は、概ね同じであるが、カウ川流域は順流域で

あること、ドンナイ川流域は感潮区間を含むことから、それぞれ水質モデルの適用においては、

Qual-2K と MIKE 11 のソフトウェアを用いて実施した。両ソフトウェアの概要は、以下のとおり

である。 

表 2.5 水質モデル作成のソフトウェアの特長 

項目 Qual-2K MIKE 11 
製品 US-EPA作成によるフリーソフトウェア デンマークの DHI社による水質解析ソフトウェア 

価格は、型式によるが 200 万円程度する 
機能 河川分割による流下中の水質変化の解析が可

能 
感潮区間の解析は実施できない 

河川分割による流下中の水質変化の解析が可

能 
感潮区間の解析も実施可能 

適用のポイント フリーソフトウェアであること、かつ、広範な水質
解析が可能である点を重視した 

感潮区間の水質解析が可能である点を重視し、

選択した 
出典：JICA 専門家チーム 

3) 環境啓発活動 

本プロジェクトでは、小中学生を対象とした啓発活動を実施し、参加者の環境保全意識を高

め、参加した小中学生から友人・家族への意識の伝搬を期待し、環境啓発活動を実施した。啓

発活動の内容として、水質テストキットによる河川の簡易水質測定の参加者自身による体験、

及び行政による河川管理（環境基準の設定や定期モニタリング活動）の講義を行い、参加者が

周辺の河川状況を把握し今後必要な行動について考える活動を、計 3 回、バクザン省を対象に

実施した。 
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(3) 活動の成果 

1) 技術研修 

(a) 研修成果の確認 

技術研修の効果を確認するため、能力評価を実施した。インタビュー調査の結果、カウ

川流域、ドンナイ川流域とも研修生の約 4 分の 3 以上が、研修内容は研修生にとって新し

い内容であり、彼らの業務にとって有用であったと回答した。 

カウ川流域 

ドンナイ川流域 

注：回答数は、カウ川流域で 84、ドンナイ川流域で 71。 
出典：JICA 専門家チーム 

図 2-2 技術研修の効果に係るインタビュー調査結果 

 

また、研修生は、研修前と研修後で、汚濁負荷解析の実施及び結果の整理、及び水質シ

ミュレーションの実施及び結果の整理について、理解度が向上したとの見解を示した。 

理解度の向上を示す例として、本プロジェクト期間中、研修で能力強化を図った汚濁負

荷解析や水質シミュレーションを用いた許容汚濁負荷量の検討作業について、タイグエン

省、バクニン省、ドンナイ省、ビンズオン省が、各省内の排水排出源からの汚濁負荷量や

負荷量変化による河川水質変化に係る解析・検討を自ら実施し、その成果の一部を本プロ
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ジェクトのワークショップで報告したことがあげられる。このような活動を踏まえ、JICA

専門家チームも本研修による能力向上が図られたと判断した。 

 

4-1：汚濁負荷解析の実施に係

る理解度 

4-2：汚濁負荷解析の結果に整

理に係る理解度 

4-3：水質シミュレーションの

実施に係る理解度 

4-4：水質シミュレーションの

結果に整理に係る理解度 

 

注：上図は左側の緑色の棒グラフが研修前、右側の紫色の棒グラフが研修後の理解度を示す。各番号は、以下の質

問内容を示す。回答数は 53。 
出典：JICA 専門家チーム 

図 2-3   技術研修による理解度向上に係るインタビュー調査結果 

 

(b) 研修資料の印刷・配布 

上記技術資料の本プロジェクト終了後の研修での活用、及び本プロジェクトの対象省以

外の各省や関係専門家等との共有を目的として、ベトナム環境総局（VEA）出版物として

印刷・配布した。 

4) パイロットプロジェクト 

パイロットプロジェクトによる成果は、下表に示すとおりである。 

表 2.6 パイロットプロジェクト活動一覧およびその成果品 

No. 内容 成果品フォーム 

1 Pollution Load Analysis (Cau river basin) QUAL2K モデル 
報告書 

2 Pollution Load Analysis (Dong Nai river basin) MIKE11 モデル 
報告書 

3 

Research on water quality simulation models used 
for pollution load and loading capacity calculation 
and recommendation of model for pilot 
implementation in Cau and Dong Nai rivers 

報告書 

4 PSI Preparation (Cau river basin) データベース 
報告書 

5 PSI Preparation (Dong Nai river basin) データベース 
報告書 

6 Environmental Awareness to target students 報告書 

7 
Review the current institutional of coordination 
mechanism serving for the water environmental 
management in river basin 

報告書 
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No. 内容 成果品フォーム 

8 
Review of current policy, legal and organizational 
system on assessment of loading capacity and 
estimation of discharge permit 

報告書 

9 

The Review of Current Legal and Institutional 
System on Main Wastewater Discharge Sources 
for RBWEM on River Basin Water Environmental 
Management in Vietnam 

報告書 

10 

Review of the current legal and institutional 
system on collection, management, exploitation 
and use of information and data for water 
environmental management in the river basin of 
Vietnam (RBWEM) 

報告書 

出典：JICA 専門家チーム 

(a) 水質モデルの作成 

水質モデル作成に係るパイロットプロジェクトおよびそれに付随する技術研修は、各省

で担当専門家および現地専門家で実施した。各省での実施において、研修に参加した各省

の技術者は実習した技術内容を習得し、タスクフォース（TF）や JCC で自身の省の解析

結果を発表するまでに至った。 

一方で、流域水環境管理の視点において、連続する河川水質の解析においては、各地方

省の DONRE 職員が、複数の省を含む同一の流域間で連続するデータを使用する事、同条

件で解析をすることなどの必要性を認識するに至り、C/P 自身が流域水環境管理の実施に

おける課題、例えばデータ管理、データの流域間での共有、さらには科学的データに基づ

く流域水環境管理の重要性等を把握するまでに至った。 

現在（2019 年 4 月）のところ、C/P は省間連携の困難さ、省間のデータ共有を大きな課

題として認識しているものの、具体的解決策を持ち合わせているとは言えない状況であ

る。 

これらの課題については、流域管理組織（RBO）や River Basin Committee による権限強

化や主体的な管理によるデータの共有が重要となってくる。 

(b) 排水排出源インベントリの作成 

排水排出源インベントリは、カウ川流域とドンナイ川流域の一部を対象に点源汚濁負荷

を対象としたデータベースとして作成した。収集した点源負荷は、排水基準等で管理され

る工場や企業、集中排水処理施設を持つ工場団地や、排水処理施設を持つ畜産事業所が対

象となっている。基本的な情報は、既存のインスペクションデータや事業登録データを参

照しつつ、不足する情報については、質問票を通して、可能な範囲にて更新した。 

排水排出源インベントリは、事業所による発生汚濁負荷情報を統合管理する事、また汚

濁発生源の分布等を可視化する機能を持たせたことにより、行政管理目的としてのデータ

ベースの活用だけでなく、環境啓発にも使用可能である。 
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図 2-4 に、可視化した発生汚濁源の地図例を示す。 

カウ川流域 

 

 
ドンナイ川流域 

 

出典：JICA 専門家チーム 

図 2-4 可視化した汚濁発生源の分布図 
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(d) 汚濁負荷解析 

作成した排水排出源インベントリを用い、各排出源からの汚濁負荷量を算出すると共に、

流域の人口、面源負荷の状況、及び予測される将来的な経済成長の動向を踏まえ、汚濁負

荷解析を実施した。図 2-5 に、パイロットプロジェクトで作成した汚濁負荷解析の結果を

示す。 

カウ川流域 

 
 

ドンナイ川流域 

 
出典：JICA 専門家チーム 

図 2-5 カウ川・ドンナイ川流域の発生 COD負荷量（kg/day） 

 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Thai
Guyen

Bac
Giang

Bac Ninh

C
O

D
 (

k
g

/d
a
y
)

Generated PL

Industry Domestic Livestock

Service Land use

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Binh
Duong

Dong Nai HCM

C
O

D
 (

k
g

/d
a
y
)

Generated PL (2025)

Industry Domestic Livestock

Service Land use



ベトナム社会主義共和国 流域水環境管理能力向上プロジェクト 事業完了報告書（要約） 

15 

(e) 許容汚濁負荷量の検討 

汚濁負荷解析及び水質シミュレーションモデルによる計算により、カウ川流域、ドンナ

イ川流域のモデル地域最下流点における許容汚濁負荷量を試算した。試算した値を下表に

示す。本値は科学的な計算による値であり、実際の許容汚濁負荷量は、本値をベースとし

て流域の各省間で調整し設定されることになる。パイロット活動を通して、各省の許容汚

濁負荷量を定めるために、試算した値のような科学的根拠に基づいた算出値が重要である

ことを C/P に説明し理解の向上を図った。 

表 2.7 科学的試算によるモデル地域最下流点での許容汚濁負荷量（カウ川流域） 

省 ﾀｲｸﾞｴﾝ ﾊﾞｸｻﾞﾝ ﾊﾞｸﾆﾝ ﾊﾟｲﾛｯﾄ地域 上流域 

寄与率 (%) 40.0% 13.0% 37.0% 90.0% 10.0% 

科学的試算

による許容

汚濁負荷量 

(kg/日)  

環境基準 (A1) 105,728 34,361 97,798 237,887 26,432 

環境基準 (B1) 343,615 111,675 317,844 773,133 85,904 

出典：JICA 専門家チーム 

表 2.8 科学的試算によるモデル地域最下流点での許容汚濁負荷量（ドンナイ川流域） 

省・市 ﾋﾞﾝｽﾞｵﾝ ﾄﾞﾝﾅｲ ﾎｰﾁﾐﾝ ﾊﾟｲﾛｯﾄ地域 上流域 

寄与率 (%) 16.7% 13.6% 25.7% 55.9% 44.1% 

科学的試算

による許容

汚濁負荷量 

(kg/日)  

環境基準 (A1) 299,782 243,910 461,104 1,004,796 792,692 

環境基準 (B1) 1,405,520 1,143,565 2,161,871 4,710,957 3,716,515 

出典：JICA 専門家チーム 

(f) 環境啓発活動 

環境啓発活動に参加した小学生からは、水質測定の体験の対象としたカウ川の水質の現

状に対する理解が深まり、今後必要な活動について考える機会となった、との意見を得た。 

環境保全の促進においては、日本の公害対策から環境対策への発展してきた経験から明

らかなように、工場等の事業所よる汚濁発生源対策のみならず、各家庭からの排水・ごみ

の投棄を抑制する事が重要である。事業所の汚濁負荷対策には、規制やインセンティブ施

策による多くの取り組みがあり、ベトナムでも排水基準等による規制を実施している。一

方、家庭排水は、工場等の事業所とは異なり行政主体での下水道整備や個別浄化槽による

処理の必要性があるものの、分散する家庭排水の多くをカバーするには、時間と予算が必

要であることから、下水道が充足するまでは、啓発活動を通して環境保全の意識を高

め、家庭から発生する汚濁負荷の自発的な抑制に関わる活動を推進することが期待され

る。

図 2-6 に、活動時の参加者の様子を示す。 
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講義の様子 参加者による水質測定 

出典：JICA 専門家チーム 

図 2-6 環境啓発活動の様子 

 

2.4 成果 3に係る活動と成果 

(1) 活動の概要 

流域水環境管理を実施するための法的文書の最終ドラフト案の作成（成果 1）と、汚濁負荷量

により流域水環境管理を実施する上での必要な技術の習得（成果 2）に係る活動を踏まえ、成果

3 では、成果 1 および成果 2 で得られた結果を活用し汚濁負荷削減対策の検討プロセスを示した

Action Plan と、流域水環境管理をより効率的・効果的に実施するための提言をまとめた Overall 

Plan、そして、統合水資源管理への Road Map の 3 つを文書として取り纏めた。 

 
出典：JICA 専門家チーム 

図 2-7  Action Plan、Overall Plan、Road Map の位置づけ 

 

汚濁負荷削減対策の検
討プロセスを示した

Action Plan

流域管理をより効率
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流域管理を実施するための
法的文書の最終ドラフト案

の作成（成果1）

統合水資源管理
へのRoad Map

汚濁負荷量により流域管理を
実施する上での必要な技術の

習得（成果2）

流域水環境管理
の

計画・実施

本プロジェクトの成果
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(2) 活動の実施方法 

Action Plan については、成果 2 のパイロットプロジェクトの実施プロセスを参考とし、タスク

フォース（TF）会議により、天然資源環境省/ベトナム環境総局（MONRE/VEA）、各地方省の天

然資源環境部（DONRE）の意見を踏まえ、作成した。 

Overall Plan、Road Map については、成果 1 で実施した法的文書の最終ドラフト案作成のため

の既存法及び政令、規則などのレビュー結果を活用すると共に、両文書に含める技術的内容につ

いて、ベトナム国内の専門家との協議を行うと共に、将来的に提案した活動の実施主体となる、

天然資源環境省/ベトナム環境総局（MONRE/VEA）、各地方省の天然資源環境部（DONRE）、及

び将来的な統合水資源管理の主管部署となる水資源管理局（DWRM）と協議を行い、文書を作成

した。 

(3) 活動の成果 

Action Plan、Overall Plan、Road Map の 3 つの報告書が、将来的に流域水環境管理施策の推進

を図るための提言書として、専門家チームから PMU に提出された。 

表 2.9 成果 3 における成果品一覧 

No. 成果品名 成果フォーム 
1 Action Plan for RBWEM 提言書 
2 Overall Plan for RBWEM 提言書 
3 Road Map for IWRM 提言書 
出典：JICA 専門家チーム 

1） Action Plan 

Action Plan は、水質モデルで計算される小流域ごとの汚濁負荷発生量および観測基準地点

での水質評価において、同流域の経済開発計画による水質汚濁の予測結果や、同予測結果を基

にした汚濁負荷削減計画の作成に係る一連の考え方・手法をまとめたものである。 

本 Action Plan 作成に先立ち、パイロットプロジェクトで得られた水質モデルを用いて、カ

ウ川流域、ドンナイ川流域の双方において、将来の水質予測および汚濁負荷削減による水質へ

の影響を検討する研修を実施した。 

2） Overall Plan 

本プロジェクトにおける流域水環境管理のアプローチにおいては、プロジェクト成果の一つ

である通達（Circular）-76 による汚濁負荷の計算と、上述の Action Plan での汚濁負荷解析およ

び汚濁負荷削減計画による持続的開発可能な流域保全を一つの方針としている。プロジェクト

では、通達（Circular）-76 が公布され、Action Plan による解析手法を提示したものの、実際の

ところ、現時点のベトナムにおいては、汚濁負荷解析および汚濁負荷削減計画の実施には、未

だ多くの取り組むべき事項が残っている。例えば、発生汚濁負荷の解析には、工場等の点源汚

染のみならず、畜産や農地といった面源汚染の情報も必要となるが、情報量や精度の面で十分

とは言い難い状況が残っている。これらの解決には、既存制度を拡張あるいは修正していけば

対応可能なものや、新たな制度を構築し対応すべきものなどがある。これらの、汚濁負荷解析

をより効率的・効果的に実施するために必要な施策について、Overall Plan にまとめた。 
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3） Road Map 

本プロジェクトでは、現在の省毎の河川管理から、流域水環境管理への方策を示した。近年

の世界の潮流としては、統合水資源管理への移行が主流となっている。統合水資源管理では、

流域内の水質保全のみならず、資源としての水量にも焦点を当てた考え方で、地下水賦存量や、

洪水管理も含めた管理手法である。そうした世界的な水資源管理の潮流に基づき、プロジェク

ト活動の成果を踏まえて、ベトナムでどのように統合水資源管理を進めていくのかを Road 

Map として取りまとめた。 

ベトナムでは、水資源法（No. 17/2012/QH 1 3) で、統合水資源管理の基本的な考え方は法律

において制定されている。しかし、流域ごとの RBOs は設立に向けて調整中であり、主要流域

（流域選定も水資源法に基づき設定）において作成が求められる、Water Resource Master Plan

（水資源マスタープラン）についてもいまだ作成されていない（注：先方との協議では、作成

は進めているが承認されていないと聞いているが、ドラフトも共有されていないことから状況

については未確認）。 

こうした中で、流域環境管理委員会での活動等、流域水環境管理の活動が先行して取り組ま

れてきた。水資源法では、科学的な手法を取り入れた形での流域水環境管理、水資源管理の強

化を定めており、プロジェクトで作成したシミュレーションモデルを使っての流域の汚濁負荷

解析は、流域環境管理から統合水資源管理に向けての大きな一歩と考えている。 

こうした状況を踏まえ、流域環境管理から統合水資源管理に向けて必要なロードマップを作

成することで、プロジェクトの成果を活用し、ベトナムの流域水環境管理の発展に向けた重要

な示唆を与えることが期待される。 

なお、Road Map の作成中に計画法（Law On Planning：Law No. 21/2017/QH14）の改定に基

づいて 2019 年 1 月からの施行開始が決定され、水資源マスタープランといった計画が、流域

単位での作成が求められる等の地域間連携の方向性が示された。Road Map では、こうした最

新のベトナムの法制度を踏まえ、統合水資源管理に必要な施策および、それら施策の段階的な

実施について提言し、報告書としてまとめた。 
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第3章 プロジェクト目標達成状況 

3.1 プロジェクト目標の達成状況 

本プロジェクトの目標は、「流域水環境管理に関する天然資源環境省 /ベトナム環境総局

（MONRE/VEA）の政策策定・実施能力、及びモデル流域内の対象地方省の天然資源環境部（DONRE）

による政策実施能力が向上する」と定められており、PDM において 5 つの指標が設定されている。

これらの指標の達成状況は、2018 年 12 月～2019 年 1 月にかけて PMU 会議で C/P と確認を行い、

2019 年 1 月にモニタリングシート(第 6 版)として整理した。加えて、2019 年 2 月～2019 年 4 月まで

に得られた成果も併せて評価した。 

最も重要な指標は、法的文書の最終ドラフトが天然資源環境省（MONRE）に提出される事である。

本指標に関わる成果は、許容汚濁負荷量の算出に関わり施行された天然資源環境省（MONRE）の通

達 Circular、及びベトナム環境総局（VEA）の決定（Decision）、環境被害の補償に係る内容を含む政

令（Decree）の最終ドラフトの、排水排出源インベントリ構築、調整メカニズム、情報収集・共有に

係るガイドラインの最終ドラフトなど最終的な状態は異なるものの、本プロジェクトで実施した法

的文書の最終ドラフト作成に関わる活動の対象 6 分野の全てにおいて成果が得られたことから、本

指標は達成されたと判断できる。また、表 3.1 に示すプロジェクト目標達成指標-3 及び 4 に示すとお

り、関係組織が流域水環境管理への取り組みを開始した点においても指標は達成されたと判断され

ることから、総合的に判断し本プロジェクト目標は達成されたといえる。 

表 3.1 プロジェクト目標に係る指標の達成状況 

No. プロジェクト目標達成指標 達成状況 

1 
MONRE/VEA and relevant agencies submits the Final Draft 
Circulars to the Minister of MONRE. 

天然資源環境省の Circular、ベトナム環境総局の Decision、
Decree の最終ドラフトの一部、ガイドラインの最終ドラフトが作成さ
れた。 

2 
MONRE/VEA share the policy regarding RBWEM 
mechanism among MONRE/VEA and relevant organizations. 

本プロジェクトの成果を 2018 年 11 月に実施したワークショップで
関係機関に共有した。5 

3 

MONRE/VEA commences necessary activities in accordance 
with the action plan and overall plan of RBWEM targeting 
2020. 

Circular-76 を踏まえた許容汚濁負荷量の算定を進めるため、

VEA は算定手法を取り纏めた Decision を施行した。また、Prime 
Minister Decision no.140/2018/QĐ-Ttg に基づく排水排出源インベン

トリ構築に向けた実行計画の検討を進めている。 

4 

Local authorities explicitly state policy on RBWEM in their 
water environmental management activity. 

タイグエン DONRE、バクニン DONRE、ビンズオン DONRE、ドン
ナイ DONRE が各自の省内に位置する排水排出源の汚濁負荷

解析、あるいは省内河川の許容汚濁負荷量の検討を実施し、各

省の水環境管理施策の検討の参考とした。 
5 MONRE/VEA prepares the road map of IRBWRM proposed. 統合水資源管理への Road Map を作成した。 
出典：JICA 専門家チーム 

 

                                                        
5 プロジェクト成果の共有は、2019 年 4 月に実施されたワークショップでも共有された。 
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3.2 各成果の達成状況 

各成果の達成状況は、下記のとおりである。 

(1) 成果-1 

成果 1 は、「流域水環境管理に関する法的文書の策定と執行に関する天然資源環境省/ベトナム

環境総局（MONRE/VEA）と対象天然資源環境部（DONRE）の能力が強化され、天然資源環境

省/ベトナム環境総局（MONRE/VEA）による流域水環境管理メカニズムの制度化の基盤が整備

される」であり、指標は関連する法的文書の最終ドラフトが準備されること、また技術研修によ

り能力強化が確認されることとなっている。これらの指標に対しては、表 3.1 に示すプロジェク

ト目標達成指標-１の達成状況でも記載した通り、関連する法的文書として施行または最終ドラ

フトが提出された。また、能力強化については、基礎研修と上級研修を実施し、質問票等により

能力向上を確認した。成果-1 の達成状況は表 3.2 に示すとおりである。 

表 3.2 成果-1 に関わる指標の達成状況 

No. プロジェクト目標達成指標 達成状況  

1 

MONRE/VEA prepares more than 
three (3) final draft legislative 
documents (Final Draft Decrees, 
Circulars or equivalent documents) 
in the following six (6) draft 
legislative documents in 
cooperation with the JICA Expert 
Team (JET). 

1) 流域水環境管理の調整メカニズム

に係るガイドラインの最終ドラフト

が作成された。 

2) 作成された Circular-2 の最終ドラ

フト案を踏まえ、 VEA と DWRM は

許容汚濁負荷量の算定に係る通達で

ある” Circular 76 on Regulating 
assessment of wastewater receiving 
capacity and loading capacity of rivers 
and lakes”を 2018 年 3 月に施行した。

また、VEA は許容汚濁負荷量の計算

手法を具体的に示した技術ガイドラ

インを VEA Decision として施行し

た。 

3) 排水排出インベントリ構築に係る

通達の最終ドラフト案（Final draft 
Circular-3）及び技術マニュアルを作

成した。VEA は 2018 年 1 月に、ば

い煙、排水及び廃棄物に係る排出イ

ンベントリを構築するための政府決

定 No.140（Decision No.140/2018/QĐ-
Ttg）を施行した。同政府決定の実施

計画の内容に、本プロジェクトで作

成した通達最終ドラフト案（Final 
draft Circular-3）及び技術マニュアル

の内容が反映された。 

4) 許容汚濁負荷量の算出及び排水排

出源インベントリ構築に係る情報共

有ガイドラインのガイドラインが作

成された。 

5) 環境被害の補償に係る通達の最終

ドラフト案（Circular-5 及び Circular-
6）が作成された。これらは環境被害

の補償に係る内容を含む Decree 最終

1) 6 つの法関連文書の最終ドラフト
が作成され、許容汚濁負荷量の算定
に係る Circular 及び計算手順を示し
たガイドラインは法文書として施行
された。また、環境被害の補償に係
る Circular-5 及び Circular-6 は、LEP
の改定に応じて改定される Decree 案
の一部として最終ドラフト化され
た。 

その他の法関連文書も左記のとおり
作成された。これらの成果はプロジ
ェクト修了後、流域水環境管理の実
施に寄与すると寄与すると期待され
る。 
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No. プロジェクト目標達成指標 達成状況  
ドラフト案として取り纏められ、

LEP 改定作業終了後、施行される予

定。 

2 

More than 10 C/Ps (80%) receive 
technical training, more than 6 C/Ps 
(50%) obtain enough skills and 
knowledge for development of 
policies and actual state management 
activities of RBWEM. 

1) カウンターパートとして、92 名の

政府職員がワーキンググループメン

バーとして指定された。ベトナム環

境総局（VEA）及び地方省の天然資

源環境部（DONRE）は本プロジェク

トの技術研修に積極的な姿勢を示し

た。 

2) 上級者研修コース（ATC）におい

て、2017 年 6 月に日本の経験を踏ま

えた流域水環境管理政策に係る研修

が実施された。研修には 54 名が参加

し知見を得た。 

3) 流域水環境管理に関し、政府機関

による管理活動について議論するた

め、カウ川流域とドンナイ・サイゴ

ン川流域のカウンターパートが合同

で参加するスタディツアーを 2016 年

9 月にドンナイ川流域で、また 2017
年 9 月にカウ川流域で実施した。ス

タディツアーには、延べ 117 名が参

加した。 

4) 本邦研修を 2016 年 7 月、2017 年

7 月及び 2018 年 9～10 月の計 3 回実

施した。本邦研修には 32 名が参加し

た。 

6) タイグエン DONRE、バクニン

DONRE、ビンズオン DONRE、ドン

ナイ DONRE が各自の省内に位置す

る排水排出源の汚濁負荷解析、ある

いは省内河川の許容汚濁負荷量の検

討を実施した。 

本プロジェクトのワーキンググルー
プメンバーとして、92 名が登録され
た。うち、54 名が研修に参加し、流
域水環境管理政策の知見を得た。研
修参加者の割合は 80%に満たないも
のの、研修生の人数は、達成指標の
人数より多い。また、流域水環境管
理政策の知見を得た C/P の人数及び
割合は達成指標より多かった。以上
より、本指標は達成されたと考えら
れる。 

出典：JICA 専門家チーム 

 

(2) 成果-2 

成果 2 は、「パイロットプロジェクトの実施を通じて、天然資源環境省/ベトナム環境総局

（MONRE/VEA）ならびに対象 DONRE の流域水環境管理に関する行政執行能力が強化される」

である。指標は各研修コース及びパイロット活動の実施に応じた研修生の能力強化によって示

されることであり、その能力向上を確認した。成果-2 の達成状況は表 3.3 に示すとおりである。 

表 3.3 成果-2 に関わる指標の達成状況 

No. プロジェクト目標達成指標 達成状況  

1 
2-1 More than 80% of activities of 

PPs in Cau and Dong Nai river 
basins are completed 

1) 以下のパイロットプロジェクト活

動が予定どおり実施された。 

(a) パイロットプロジェクト地域

パイロットプロジェクトは予定どお
り実施されたことから、本指標は達
成されたと考えられる。 
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No. プロジェクト目標達成指標 達成状況  
における排水排出源インベントリ

構築 

(b) パイロットプロジェクト地域

における汚濁負荷解析及び許容汚

濁負荷量の算出 

2) また、以下の研修が予定通り実施

された。 

(a) 基礎研修コース（2016 年 9 月

～2017 年 3 月） 

(b) 上級者研修コース（2017 年 6
月～9 月） 

2 

2-2 More than 50 C/Ps (70%) receive 
technical training, more than 35 
C/Ps (50%) obtain enough skills 
and knowledge for development of 
enforcement tools and actual state 
management activities of RBWEM  

1) 2016 年 9 月～2017 年 3 月にかけて
基礎研修が実施され、285 名のカウ
ンターパート及び関連職員が研修に
参加した。 

2) 2017 年 6 月～9 月にかけて実施さ
れた汚濁負荷解析及び許容汚濁負荷
量の算出に係る上級者研修（ATC）
に 134 名のベトナム環境総局
（VEA）局員及び対象地方省の職員
が参加した。研修後の質問調査の結
果、53 名の職員が汚濁負荷解析及び
水質シミュレーションモデルの運用
による許容汚濁負荷量の算出に係る
理解度が向上し、その運用に十分な
技術と知識を得たことが確認され
た。 

本プロジェクトのワーキンググルー
プメンバーとして、92 名が登録され
た。汚濁負荷解析及び許容汚濁負荷
量の算出に係る上級者研修には、134
名が参加し、53 名が技術と知識を得
たことが確認された。研修生参加人
数及び割合は達成指標より多いこと
から、本指標は達成されたと考えら
れる。 

3 

2-3 More than 30 C/Ps (40%) obtain 
enough skills and knowledge for 
planning and implementation of 
RBWEM and 2 to 3 Target 
DONREs can assess loading 
capacity in each province, and 
VEA can assess it in the target river 
basins. 

1) 指標 2 に示す上級者研修（ATC）
を実施後の質問調査の結果、53 名の
職員が許容汚濁負荷量の算出に係る
理解度が向上したことが確認され
た。 

2) 上記研修で得られた技術及び知識
を活用し、タイグエン DONRE、バ
クニン DONRE、ビンズオン
DONRE、ドンナイ DONRE が各自の
省内に位置する排水排出源の汚濁負
荷解析、あるいは省内河川の許容汚
濁負荷量の検討を実施し、各省の水
環境管理施策の検討の参考とした。 

53 名が汚濁負荷解析及び許容汚濁負
荷量の技術と知識を得たことが確認
された。また、7 つの対象省の天然
資源環境部のうち、4 つが汚濁負荷
解析、あるいは省内河川の許容汚濁
負荷量の検討を実施し、各省の水環
境管理施策の検討の参考とした。こ
れらを踏まえ、本指標は達成された
と考えられる。 

4 

2-4 More than 40% of target 
DONREs prepare the assessment of 
loading capacity in own river basin. 

1) タイグエン DONRE、バクニン
DONRE、ビンズオン DONRE、ドン
ナイ DONRE が各自の省内に位置す
る排水排出源の汚濁負荷解析、ある
いは省内河川の許容汚濁負荷量の検
討を実施した。 

7 つの対象省の天然資源環境部のう
ち、4 つが汚濁負荷解析、あるいは
省内河川の許容汚濁負荷量の検討を
実施し、各省の水環境管理施策の検
討の参考とした。これらを踏まえ、
本指標は達成されたと考えられる。 

5 

2-5 Share the outputs obtained with 
concerned departments in 
MONRE/VEA and local DONREs 
in the target river basins 

1) パイロットプロジェクトで構築し

た WDSI、汚濁負荷解析結果、許容

汚濁負荷量算出結果を 2017 年 3 月の

タスクフォース(TF)会議で対象地方

省に共有した。 
2) 2018 年 11 月のワークショップで

プロジェクト成果を、ヌエダイ川流

域を含む本プロジェクト対象地方省

以外の天然資源環境部（DONRE）に

共有した。 

左記のとおり、プロジェクト成果が
天然資源環境省/ベトナム環境総局
（MONRE/VEA）と対象地方省以外
の天然資源環境部（DONRE）に共有
されたことから、本指標は達成され
た。 
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No. プロジェクト目標達成指標 達成状況  
3) 汚濁負荷解析及び許容汚濁負荷量

の算出に係る上級者研修資料をベト

ナム環境総局(VEA)の出版物として

印刷し、2019 年 4 月の第 5 回 JCC で

配布した。 
出典：JICA 専門家チーム 

 

(3) 成果-3 

成果 3 は、「成果 1 と成果 2 の成果をベースとして、流域水環境管理改善のための Road Map

が作成され、MONRE/VEA による統合流域水資源管理導入に向けた体制案が作成される」であ

り、これらの文書が作成されると共に、PDM に示される 5 つの指標については、表 3.1 のプロ

ジェクト目標達成指標-４に示すとおり、C/P による取り組みが始まっており、達成が確認され

た。なお、統合水資源管理に向けた重要な取り組みである、RBOs の正式な設立はプロジェクト

実施中には行われなかった。しかし、前述した計画法において、地方省ごとではなく流域での社

会開発計画を立案していく流れが政策決定された。流域単位での水資源管理の重要性は高くな

っていることから、科学的なデータを基にした計画作成や統合水資源管理を進めていくための

流域水環境管理実施の基礎が築かれたと判断している。成果-2 の達成状況は表-3.4 に示すとおり

である。 

表 3.4 成果-3に関わる指標の達成状況 

No. プロジェクト目標達成指標 達成状況  

1 

3-1 More than 10 C/Ps receive 
technical training, more than 5 C/Ps 
are trained and obtained enough 
skills and knowledge for 
implementation of the road map. 

1) 2018 年 10 月に第 3 回本邦研修が

実施され、10 名の研修生が参加し

た。研修修了後 No living structure 質
問調査で、全ての研修生が流域水環

境管理及び統合水資源管理について

理解が深まったと回答するととも

に、流域水環境管理計画推進に係る

行動計画を作成した。同行動計画の

概要は 2018 年 11 月のワークショッ

プで報告された。 

流域水資源管理及び統合水資源管理
に関わる研修に 10 名が参加し、全て
の研修生が流域水環境管理及び統合
水資源管理について理解が深まった
と回答するとともに、流域水環境管
理計画推進に係る行動計画を作成し
た。これらを踏まえ、本指標は達成
されたと考えられる。 

2 

3-2 MONRE/VEA takes initiative to 
coordinate necessary activities to 
prepare the Final Draft Circulars 
based on the draft Circulars 
developed in Output-1 receiving 
support by JET. 

1) VEA は作成する法関連文書を第 4
回 JCC で整理した。第 5 回 JCC で

は、許容汚濁負荷量の算出に係る法

文書として施行された通達 No.76
（Circular-76）、ベトナム環境総局

（VEA）決定 No.154、排水排出源イ

ンベントリ構築ガイドライン、許容

汚濁負荷量の算出及び排水排出源イ

ンベントリ構築に係る情報共有ガイ

ドライン、環境被害の補償に係る内

容を含む政府決定（Decree）の最終

ドラフト案が報告された。 

2) VEA Decision No.154 の施行、及び

流域水環境管理に係る調整メカニズ

ム、排水排出源インベントリ構築、

本指標は達成された。なお、プロジェ
クト期間中に LEP の改定が実施され
たことから、作成した文書の法制化プ
ロセスは、LEP 改定終了後にも継続さ
れる。ベトナム環境総局（VEA）は LEP
改定案が示される予定の 2019年 11月
以降、プ環境被害の補償に係る内容を
含む政府決定（Decree）の法制化プロ
セスを進める予定である。 
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No. プロジェクト目標達成指標 達成状況  
情報収集・共有に係るガイドライン

の最終ドラフト、環境被害の補償に

係る改定 Decree の最終ドラフトが報

告された。 

3 

3-3 Inter-provincial coordination 
models are proposed in Cau river 
basin and Dong Nai river basin. 

1) カウ川流域及びドンナイ川流域で

2016 年 9 月～2018 年 5 月にかけて 6
回の TF 会議が実施された。RBO は

設立されなかったが、TF 会議は流域

水環境管理に係る省間連携の母体に

なると期待される。 

本指標は達成された。将来的に流域
水環境管理計画に関わる各省の目標
設定の調整機能を持つ RBO が機能す
ることが期待される。 

4 

3-4 VEA develops the plans to 
manage RBWEM mechanism 
referring proposed draft legislative 
documents developed by the 
Project. 

1) 許容汚濁負荷量の検討を流域水環

境管理施策に反映するための Action 
Plan がカウ川流域及びドンナイ川流

域で議論された。 

2) 成果-1 で作成した法関連文書の技

術的内容を実施するための Action 
Plan、Overall Plan が作成され、第 5
回 JCC 及び最終ワークショップで報

告された。 

本指標は達成された。将来的に越政
府が Action Plan, Overall Plan を参考
とし、流域水環境管理政策を推進し
ていくことが期待される。 

5 

3-5 Based on the Project results, 
MONRE/VEA develop and revise 
the road map. 

1) DWRM、PMU との協議を踏ま

え、Road Map が作成され、第 5 回

JCC 及び最終ワークショップで報告

された。 

本指標は達成された。 

出典：JICA 専門家チーム 

 

3.3 プロジェクト実施運営上の課題、工夫、教訓 

(1) プロジェクト全体に関する事項 

1) 課題 

① 全般 

ベトナムの経済社会発展に伴い、様々な事項の規制等が増えており、また省庁等の役割

が増えていることから、様々な調整が必要な状況となっている。環境分野においても、環

境影響評価法の実施にあたっての、計画法等の調整、水資源法と環境保護法の法律上のデ

マケーション等がある。これらは、実施の段階での課題とも関係するが、法律や規則を作

成する上での決まりごとはほとんど法制度化されていることもあり、そのための関係機

関の業務分掌の調整も不可欠である。 

本プロジェクトは主 C/P である天然資源環境省/ベトナム環境総局（MONRE/VEA）に

加え、天然資源環境省（MONRE）内の関連部署、さらには各地方省との流域水環境管理

に関わる目標とその達成に必要な活動を誰が実施するかについての調整も必要でありプ

ロジェクトの成果を出すために、関係者の巻き込みをどのように行っていくかは非常に

大きな課題となった。 
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たとえば、成果-１では、ベトナム環境総局（VEA）が主として所管している環境保護

法（LEP）下の Circular 作成を目指したが、先方と議論を重ねる中で、水資源法（Law on 

Water Resource: LWR との関係もあり、水資源総局（DWRM）との政策マンデートの調整

も不可欠となった。これは、LWR、LEP 双方で流域水環境管理に関する規定が定められ

ていることから、LEP に基づく規定であっても、LWR で求められている施策の実施と矛

盾しないことが求められるためである。水資源全体の政策と、水環境管理政策と政策マン

デートが異なる中で、どのように業務分掌の分担を図っていくのか、プロジェクトを実施

しながら検討した。 

現場担当者に対する技術支援のみならず、持続性の観点からは政策策定の協力活動は

非常に重要な活動である。他方で、本プロジェクトの対象国であるベトナムまたその他の

途上国の社会も、制度的技術的に大きく発展している中で、他分野との関係を考慮し、流

域水環境管理に関わる目標とその達成に必要な活動を誰が実施するか調整していく作業

は不可欠となっている。政策策定と、その政策を実施するための技術的事項、例えば今回

のプロジェクトで実施した汚濁負荷解析やインベントリ作成といった必要な技術的キャ

パシティをどのようにつなげていくかは大きな課題といえる。  

なお、政策作成に関する関心と、実際にその政策に基づく実施能力との間には、依然と

してギャップが存在している。環境保護法（LEP）でも、環境政策に関する様々な施策が

設定されているが、それらの法施策が適切に実施されている状況にはないことがプロジ

ェクト活動を通じて確認された。本プロジェクトの成果は確認されたギャップの軽減に

寄与すると考えられるが、プロジェクト終了後もベトナム環境総局（VEA）や水資源総局

（DWRM）、地方省の天然資源環境部の政策実施能力を確認し、効果的な支援策を検討し

ていく必要がある。効果的な支援策については今後の検討が必要であるが、例えば汚濁負

荷解析の支援や RBOs に対する活動アドバイスといった、流域水環境管理の中での個別

課題に着目したピンポイントの支援も有効だと考えられる。 

② プロジェクト形成 

プロジェクト形成段階においては、①で挙げた多くの関係者を巻き込んだプロジェク

トとしたことから、対象地方省のすべての人民委員会の副委員長以上との面談を事務所

の協力も得て行った。さらに、プロジェクトへの積極的な参加の取り付け、及び R/D に

もその旨を確認した各地方省からの書面を取り付けた。 

他方で、プロジェクト実施中に、改めて関係部局との関係構築が必要となる作業も多

く、トップダウンですべてがうまくいくわけではない。様々な関係者を巻き込むことは重

要である。一方で、それぞれの関係者との信頼関係をどのように構築していくかも重要な

課題である。 

ベトナムの場合は、先方が作成するプロジェクトドキュメントの承認に多くの時間が

かかる。現在そのプロセスがさらに複雑化している。まずは、この正式なプロジェクト承
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認の時間がかかることについては、設計段階で想定しておくことが重要である。そのうえ

で、プロジェクト関係者の事前了解を得るための説明を丁寧に行う必要がある。本プロジ

ェクトでも、プロジェクト準備段階において、事務所の協力のもと関係地方省の人民委員

会委員長、副委員長に直接説明を行った。あわせて各 DONRE にもプロジェクト内容を丁

寧に説明した。こうした事前の準備を行いスムーズな立ち上げにつなげることができた

と考えている。今後政策立案といったプロジェクト実施においては、どういったアクター

が関わり、またその役割は何かということを把握することと同時に、関係者への丁寧な説

明が不可欠と考える。   

 
③ PDM について 

先方の政策変更等の影響等により、技術面のみならず政策面の規定を通達（Circular）

に含めることが難しくなった状況を踏まえて、特に成果-1 で作成する法的文書の種類に

ついて PMU と検討を行い、PDM の改正を 3 回行った。これらの改定を通して、流域水

環境管理の推進の重要性について、PMU を始めとした C/P と議論の場を持つことができ、

そのための能力強化を行う本プロジェクトの有効性を双方が確認することができた。以

上の経験を踏まえると、必要に応じて、プロジェクト目標に向けた協力活動の柔軟な変更

を行うことも重要と考えられる。 
 

④ C/P のプロジェクト業務について 

C/P は、通常業務で緊急の要件や大きな問題が発生した場合、大臣といったリーダーか

らの指示に基づく業務が優先される。トレーニングや TF 会議、ワークショップ等、プロ

ジェクトの重要な活動に確実に C/P の参加を促すため、関係者の巻き込み、関係構築が

重要である。 
 

2) 課題を踏まえた実施上の工夫 

① 関係構築の重要性 

技術協力を実施するうえでの JICA 側として C/P のプロジェクト活動への確実な参加に

資するプロジェクト活動の前広な周知、経費負担などロジ事項についても、繰り返し議論

を重ねていくことが重要であった。相手側の負担を求めつつ、相手側との協議を踏まえて

柔軟に現地業務費の使い方を考えた。 

また、流域水環境管理に関わり各機関が設定する目標を関連機関の調整のもとで設定

することを目的とした関係者の関係構築のために、各流域での TF 活動、本邦研修ではす

べての関係局から 1 名ずつを派遣し、各組織のコミットメントを促すための関係強化に

もつながるよう工夫した。 
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② 他関係機関との連携 

MONRE の中で、流域水環境管理の Focal point である DWRM とはプロジェクト期間を

通じて、何度も意見交換を行った。プロジェクトの成果も PMU の承認を得つつできるだ

け共有し、彼らからの意見の反映等にも努めた。 
また、流域の汚濁負荷解析では、世銀でも同様のパイロットプロジェクトを実施し

ていたこともあり、世銀ベトナム事務所の担当者、世銀プロジェクトの PMU との意

見交換を重ねた。また、両プロジェクトの成果と課題の共有を目的とした共同 W/S の

開催など具体的な活動も組み合わせながら、情報共有や連携強化をプロジェクト期間

を通じて行った。 
 

③ 政策との連携強化 

②とも関係するが、プロジェクト目標達成のためにはプロジェクトに関係した業務や

連携について C/P 機関と業務を行うだけでなく、いかに関係機関との連携を積極的に作

っていくかが重要であった。当プロジェクトでも、例えば LEP 改正に関連して、MONRE

の法務局と連携し、プロジェクト成果の紹介や意見交換を実施する等、専門家チームから

会合を持つことを働きかけることでネットワークを広げた。 

 

④ ローカルエキスパートの活用  

各成果の工夫でも述べているが、C/P の状況、Capacity を踏まえてローカルエキスパー

トの積極的な活用を行った。 

英語、ベトナム語といった言語の問題、技術的に高度な場合における通訳者、さらには

政策最終化の段階でも、現地での状況を十分に理解し流域水環境管理政策検討プロセス

に本プロジェクトのパイロットプロジェクトで示し研修を行った汚濁負荷解析、許容汚

濁負荷量の算出結果を活用するためにも、これまでベトナムで水環境改善のための技術

的な検討を行ってきたエキスパートの活用は非常に重要であった。だが、プロジェクト開

始直後は、流域水環境管理より個別汚染源管理がより重要、と考えるエキスパートが多か

ったことから、プロジェクト活動を通して、科学的知見に基づいた流域水環境管理の重要

性についていかに多くの理解者を作っていくかも本プロジェクトで留意した事項である。 

 

3) 教訓 

① プロジェクト形成時における二段階方式は、は、C/P 機関への JICA 協力についての理解

を深めることができたほか、対象地方省へ説明とプロジェクトへの理解及び協力を得る

ために重要な時間を設けることができた。また相手側との関係のみならず、JICA 本部、

事務所といった JICA 側の関係者のプロジェクトへの理解を深めるためにも有効であっ

た。他方で、その間にも政策変更があり、トップダウンで確認された事項への現場レベル

担当者のコミットメントが弱いといった教訓もある。 

実際にプロジェクト活動が始まらないと、特に地方省レベルではどういった協力ができ

るかは描きにくい。準備フェーズの柔軟な期間設定が必要だと考えられる。 
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② 上述の通り、多くの利害関係者を巻き込むための取り組みを実施したものの、流域水環境

管理に関わる関係者は多岐にわたることから、利害関係者を巻き込む取り組みについて

は、このプロジェクトで実施した活動も十分ではないと専門家チームは判断している。 

プロジェクト終了後も、協働 W/S の開催以外に、JICA が他プロジェクトとの情報交換を

積極的に行い、関係者との連携や意見交換を行うことが重要である。 

 

(2) 成果１（流域水環境管理に係る制度化支援）に関する事項 

1) 課題 

① 成果１で最終案作成、制度化を図った汚濁負荷解析及び許容汚濁負荷量の算定及び同一

流域内での各地方省の削減目標の調整、環境被害の補償に係る諸手続きについては、LEP

をはじめとするベトナムの法制度整備に係る基本方針の変遷、及び流域水環境管理を管

轄する組織制度の構築状況を踏まえつつ、作業を行う必要があった。 

 

② 許容汚濁負荷量の算定といった技術的な内容については、算定手法の実施可能性につい

て、C/P 及びベトナムの水環境管理に係る活用可能なデータの整備状況、及び算定ツール

の運用能力の実情に精通したローカルエキスパートと連携し、検討を実施した。 

 

2) 工夫 

① ベトナムの法制度・組織整備の方針の変遷や進捗の度合いを確認し、作成する法文書の形

態や内容について適宜修正を行い最終化を図った。 

 

② 許容汚濁負荷量の算定といった技術的な内容については、算定手法の実施可能性につい

て、C/P 及びベトナムの水環境管理に係る活用可能なデータの整備状況、及び算定ツール

の運用能力の実情に精通したローカルエキスパートと連携し、検討を実施した。 

 

3) 教訓 

① 制度化に係る支援作業は、相手国の法制度・組織整備の方針の変遷や進捗を確認しつつ、

流域水環境管理に関わる目標とその達成に必要な活動を誰が実施するかについての調整

を図りながら作業を進める必要がある。 

 

② 当該分野の専門知識を有するローカルエキスパートの活用が有効である。 

 

(3) 成果２（汚濁負荷量による流域の水環境管理能力強化支援）に関する事項 

1) 課題 

① 能力強化の対象となる省及び対象部署が多様であり、それぞれ流域水環境管理に係る知

識・理解度が異なっている状況で能力強化の研修を進める必要があった。 
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② 許容汚濁負荷量の試算という新規分野に係るキャパシティ・ディベロップメントであり、

理解度向上のため、工夫が必要であった。 

  

2) 工夫 

① 研修プログラムは研修を受ける C/P との協議を踏まえ検討し、研修コースを基礎研修、

上級者研修と分け、希望する研修コースへの参加を可能にすると共に、ローカルエキスパ

ートを活用した C/P の自習支援、本邦研修の活用など、研修の形態を工夫した。 

 

② TF 会議、スタディツアー時に研修生同士が意見交換を行える場を設定し、各省間で汚濁

負荷解析、許容汚濁負荷量の検討に係るディスカッションを行い理解度の促進を図った。 

 

3) 教訓 

① 研修の進捗、対象とする研修生の理解度向上のためには、研修生の知識や参加意思に応じ

て、研修対象、研修コースを柔軟に設定すること、また研修生同士での意見交換を促進す

ることが効果的であると考えられた。 

 

(4) 成果３（流域水環境管理に係る将来提言の取り纏め）に関する事項 

1) 課題 

① プロジェクト全体に係る事項で記載したように、Overall Plan、Road Map の作成・検討に

際しては、MONRE/VEA 以外の部局も巻き込む必要があった。 

 

② 上記と併せ、Overall Plan、Road Map の作成に際して、変遷する上位政策との整合を図る

必要があった。 

 

2) 工夫 

① 成果１、成果２の活動を通して、DWRM 等、成果３に巻き込むことが必要な関連機関へ

の働きかけを実施すると共に PMU にも継続的にその必要性を説明し、成果３実施時の関

連機関との円滑な協議の実施が実現するよう努めた。 

 

② プロジェクト全体に係る事項で記載したように、能動的に最新の政策に係る情報収集を

行い、Overall Plan、Road Map 検討の参考とした。 

 

3) 教訓 

① 主要 C/P 以外の必要な機関を巻き込むための日常的な C/P に対する働きかけ、及び関連

機関との協議が重要となる。プロジェクト期間中、上位政策の変遷に留意し、プロジェク

ト成果との整合を図る必要がある。 
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3.4 プロジェクト終了後のフォローアップへの提言 

PDM において上位目標が設定されている。プロジェクトでの成果をこの上位目標につなげていく

ためには、C/P 側の努力とあわせて、JICA 側からの「一押し」的なフォローアップを行うことでプロ

ジェクトの持続性が高まり、上位目標達成へ近くづくものと専門家チームは考えている。最終 JCC に

おいて相手側から要請された事項含めて記述する。 

(1) C/P の活動のモニターについて 

ベトナム環境総局（VEA）が行う、汚染源インベントリ構築の制度化や、環境賠償の制度化な

どについて、継続的な状況確認が必要と考えられる。世界的な統合水資源管理導入の流れの中、

またベトナムの計画法での流域をベースとした地域計画立案、さらには RBOs の設立の動きの中

で、こうした流れが強化される方向ではあるが、今後本格化する環境保護法改正作業において、

流域水環境管理の位置づけは JICA ベトナム事務所によるベトナム環境総局（VEA）への聞き取

り等によって引き続き確認が必要である。 

(2) フォローアップの実施妥当性、可能性 

プロジェクト実施期間中、C/P から特に汚濁負荷解析等を中心とした技術的事項の実施支援へ

の期待が示された。例えば、DWRM と 3 月に協議を行ったとき、Circular-76 の実施促進に向け

て協力要請があった。RBOs の設立、LEP 改正等もあり、こうしたベトナム側の河川流域水環境

管理についての体制について、JICA ベトナム事務所によるベトナム環境総局（VEA）、水資源管

理局（DWRM）への聞き取り等によって確認する必要があると考えるが、地方省間での連携強化

に向けた動きは強化される方向であり、具体的なデータを使っての流域水環境管理の実施体制

づくりはさらに重要になってくると考えられる。本プロジェクトの協力成果や、先方との関係を

アセットとした協力関係の維持等を考えることが JICA として重要と考える。 

 

3.5 プロジェクト上位目標達成に向けた提言 

プロジェクト上位目標は、「MONRE/VEA（ベトナム環境総局：Vietnamese Environment Administration）

と DONRE による実施能力が強化され、モデル流域以外に流域水環境管理システムが導入される準備

が整う」であり、プロジェクト終了後、3~5 年に C/P 自身によって達成されることが期待されるもの

である。 

プロジェクト終了時点では、流域水環境管理システムの一端を担うRBOs（River Basin Organizations）

の設立について首相府で検討されているが、具体的な組織化には至っていない。本 RBOs の設立は、

Prime Minister Decision により規定されるものであり、上位目標に記述される「モデル流域以外に流域

水環境管理システムが導入される」を達成するためには、本 RBOs の設立とそれに伴う適切な権限の

付与が重要な要素となある。この点も踏まえ、上位目標達成に向けた必要となる主要な活動として、

以下の二つを提言する。 
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(1) 科学的根拠に基づいた汚濁負荷量による流域水環境管理活動の実施 

本プロジェクトを通し、ベトナム側 C/P と JET は、カウ川流域及びドンナイ川流域において

関係 7 省とともに発生・流出汚濁負荷と仮負荷容量について調査を行い、得られた科学的情報を

用いて、流域水環境管理を評価した。これらの経験は、ベトナム国での必要データ・情報をアレ

ンジするための能力向上における良い実例となる。本事業に参加する国、地方の両方の C/P が必

要データや情報のアレンジにおける役割を果たすこと、本事業における経験を共有すること、ベ

トナム国における流域水管理をリードすることが期待される。 

 

(2) 流域水環境管理メカニズムの統合と強化 

流域水環境管理と統合水資源管理の円滑で効果的な実施のためには、地方省、その他政府機関

を含めたステークホルダーを巻き込んだ流域水環境管理を進めていくための国家戦略が示され、

明確に共有されることが必要である。現在のベトナムでの行政上の役割として、水資源管理局

（DWRM）とベトナム環境総局（VEA）は、この 2 つの機関が密接に協力することが、国家戦略

に基づく統合水資源管理を進めていくために重要である。 

本事業の対象省をはじめとし、いくつかの地方自治体は、既に流域水環境管理にかかるトライ

アル活動を開始している。それらの自治体は、ベトナム流域水環境管理のフロントランナーであ

り、経験を他の地方機関と共有すべきである。天然資源環境省ベトナム環境総局（MONRE/VEA）

が、プロジェクトによって制定された汚濁負荷解析に基づく流域水環境管理、ドンナイ川流域で

実施を推進している地方省間での流域水環境管理に基づく Agreement、さらには、ドンナイ省や

ビンズオン省で実施されている工業地帯からの排水濃度測定と関連データの逐次収集といった

先進的な経験を通し、情報収集し、それらを共有する機会を提供することが期待される。 

新たに強化された計画法を考慮すると、流域水環境管理や統合水資源管理に係る RBOs の設

立、もしくは RBOs の代わりとなる調整メカニズムの制度化及び運用といった活動が、地方省間

の協力によって実施される必要がある。RBOs や農業農村開発省 (MARD)、全国水源調査・企画

センター（NAWAPI）といったベトナム政府の関係機関と MONRE が、本プロジェクトにおいて

提案された Overall Plano 及び Road Map を、明確なスケジュールを立て、実施することが期待さ

れている。 

(3) 上位目標達成に向け求められる活動 

上位目標達成に向けた上記提言に係り、本プロジェクトで作成した Overall Plan 及び Road Map

で提案した活動も踏まえ、特に以下の活動について、その実施が期待される。 

 

表 3.5 上位目標達成に向けベトナム側が実施すべき活動 

提言内容 成果品名 実施主体 
期待される 
達成時期 

活動の概要 

1. 科学的根拠に基づ
いた汚濁負荷調整

アプローチに必要と

される活動の実施 

Circular-76 を踏まえた対
象流域での汚濁負荷解

析及び許容汚濁負荷量

の算定及び同一流域内

MONRE （ DWRM, 
VEA）、各地方省
の DONRE 

本プロジェクト

終了時以降、

順次実施 

Overall Plan に示すとおり、Circular-
76 を踏まえた許容汚濁負荷量の算
定の実施例を増やすため、必要な

研修を継続的に実施する。また、本
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提言内容 成果品名 実施主体 
期待される 
達成時期 

活動の概要 

での共有の促進 プロジェクトで許容汚濁負荷量算定

の知見を得た各地方省の経験を他

省に波及させるためのワークショッ

プ、パイロットプロジェクトを実施す

る。 

2. 制度的メカニズムの
統合と強化 

RBOs の設立、もしくは
RBOs の代わりとなる調
整メカニズムの制度化及

び運用 

MONRE （ DWRM, 
VEA） 

本プロジェクト

終了時以降、

順次実施 

Overall Planに示すとおり、流域水環
境管理に必要な関係機関の業務分

掌の調整機能を有する機関の設立

運用は流域水環境管理に係る必須

の活動となる。2016 年より提案され

ており、現在、Prime Minister Office
による承認待ちの状態である RBOs
の早急な設立が望まれるが、その設

立がさらに遅れる場合は、既存の
River Basin Environmental Protection 
Committee の活用し、各地方省の人
民委員会や MARD、MOIT 等関連

各官庁に対して、各機関が連携した

流域水環境管理の重要性について

理解をより促進するためのワークショ

ップ、協議といった活動を行っていく

必要がある。 
また、ドンナイーサイゴン川流域で

は 、 流 域 環 境 管 理 に 向 け た

Agreement が結ばれており、活動強
化に向けて動いている。こうした活動

の推進も期待される。 
統合水資源管理の実施

に向けたマスタープラン

(2030 年目標、2050 年ビ
ジョン)の策定 

MONRE （ DWRM, 
VEA） 2025 年頃 

Road Map に示すとおり、水資源管

理法及び現在改定中の LEP を踏ま
えた統合水資源管理の実施に向け

たマスタープランを策定する。 
出典：JICA 専門家チーム 
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Project Title: The Project for Strengthening Capacity of Water Environmental Management in River Basin 

Duration of Project: November 2015 to May 2019 (3.5 years) 

Project Target Area: Cau River Basin (Thai Nguyen Province, Bac Giang Province, and Bac Ninh Province) and Dong Nai River Basin (Binh Duong Province, Dong Nai Province, Ho Chi 
Minh City, and Ba Ria-Vung Tau Province) 

Target Group：Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE)/ Vietnam Environmental Administration (VEA), Institute of Environmental Science (ESI), Department of Waste 
Management and relevant departments, Departments of Natural Resources and Environment (DONREs) of target City and Provinces, and other relevant agencies. 

Version - 03: July 2018 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of Verification Important Assumptions 

Overall Goal 

Enforcement capacity of MONRE/VEA and DONREs is strengthened, 
and MONRE/VEA is ready to implement river basin water environmental 
management system other than the target river basin area. 

 

 

1. MONRE/VEA institutionalizes RBWEM mechanism 
considering the Integrated River Basin Water 
Resource Management (IRBWRM). 

2. Improved RBWEM Committees in Cau river basin 
and Dong Nai river basin are established. 

3. Local authorities in target river basin are explicitly 
state policy on RBWEM in their Socio-economic 
Development Plan (SDP). 

4. MONRE/VEA designates other important river 
basins as next targets for further promotion of 
RBWEM in Vietnam. 

 

1. Prepared legal and official 
documents by 
MONRE/VEA. 

 

2. SDP prepared by local 
authorities. 

 

The principal policy for 
River Basin Water 
Environmental 
Management (WEMRB) in 
Vietnam is not negatively 
changed. 

 

Project Purpose 

Policy development and implementation capacity of MONRE/VEA, and 
enforcement capacity of target DONREs regarding RBWEM are 
strengthened and institutionalized. 

 

 

1. MONRE/VEA and relevant agencies submits the 
final draft legislative documents (Final Draft 
Decrees, Circulars or other documents) to the 
Minister of MONRE. 

2. MONRE/VEA share the policy regarding RBWEM 
mechanism among MONRE/VEA and relevant 
organizations. 

3. MONRE/VEA commences necessary activities in 
accordance with the action plan and overall plan of 
RBWEM targeting 2020.  

4. Local authorities explicitly state policy on RBWEM 
in their water environmental management activity.  

5. MONRE/VEA prepares the road map of IRBWRM 
proposed. 

 

1. Actual outcomes developed 
by the Project. 

2. Questionnaire survey to 
MONRE/VEA and target 
PPCs/ DONREs at initial, 
mid-term, and final stage of 
the Project. 

3. Data and documents 
prepared by MONRE/VEA 
and target DONREs. 

 

 

The outputs developed by 
the Project are properly 
extended by MONRE/ 
VEA, and local authorities 
nationwide for promotion 
of RBWEM. 
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Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of Verification Important Assumptions 

Outputs 

Output-1: Capacity of MONRE/VEA and target DONREs in legal 
document development and enforcement on RBWEM is strengthened, and 
MONRE/VEA is going to institutionalize RBWEM mechanism. 

 

1-1 MONRE/VEA prepares more than three (3) final 
draft legislative documents (Final Draft Decrees, 
Circulars or other documents) in the following six 
(6) draft legislative documents in cooperation with 
JET. 

1) Final draft Guideline/technical report on coordination 
mechanism for RBWEM 

2) Circular on assessment of loading capacity 

3) Final draft legalizing document on main wastewater 
discharge sources for RBWEM. 

4) Final draft Guideline of Data and Information 
Sharing for Loading Capacity Calculation and 
Wastewater discharge sources Inventory 
Development 

5) Final draft Circular including regulations on guiding 
format and procedure of requesting environmental 
compensation for natural environment, and (Note) 

6) Final draft Circular including regulations on 
stipulating selecting criteria and responsibilities of 
agency providing environmental monitoring and 
assessment service to collect evidences 
compensation and environmental damage; and 
guiding the setting up and operation of councils for 
appraising data and proof for determining 
environmental damages. (Note) 

 

(Note) The indicator 1-1 5) and 1-1 6) will be 
legalized as one unified final draft decree. 

 

1-2 More than 10 C/Ps (80%) receive technical training, 
and more than 6 C/Ps (50%) obtain enough skills 
and knowledge for development of policies and 
actual state management activities of RBWEM. 

 

1-1 Data and documents 
prepared by 
MONRE/VEA and target 
DONREs. 

1-2 Actual nos. of outcomes 
developed in the Project, 
and their use conditions.  

1-3 Training and discussion 
records, and contents of 
proposals. 

1-4 Presentation materials, 
records, and comments 
on seminars and 
workshops. 

 

Target local authorities 
state commitments to 
cooperate with the Project. 

 

Related organizations 
under the target local 
authorities such as DARD, 
DOC, DOIT, IZMB, Dept 
of Environmental Police, 
etc., cooperate with the 
Project. 
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Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of Verification Important Assumptions 

Output-2: Enforcement capacity on RBWEM of MONRE/VEA and 
target DONREs is strengthened through implementation of Pilot Projects 
(PPs). 

2-1 More than 80% of activities of PP in Cau and Dong 
Nai river basins are completed. 

2-2 More than 50 C/Ps (70%) receive technical training, 
and more than 35 C/Ps (50%) obtain enough skills 
and knowledge for development of enforcement 
tools and actual state management activities of 
RBWEM. 

2-3 More than 30 C/Ps (40%) obtain enough skills and 
knowledge for planning and implementation of 
RBWEM and 2 to 3 Target DONREs can assess 
loading capacity in each province, and VEA can 
assess it in the target river basins. 

2-4 More than 40% of target DONREs prepare the 
assessment of loading capacity in own river basin. 

2-5 More than 2 times of workshops and seminars are 
conducted to share and disseminate outcomes 
obtained in the course of the Project. 

2-1 Data and documents 
prepared by 
MONRE/VEA and target 
DONREs. 

2-2 Actual outcomes and 
tools developed by the 
Project, and their use 
conditions. 

2-3 Training and discussion 
records, and contents of 
proposals. 

2-4 Result of capacity 
assessment. 

2-5 Records and comments on 
seminars and workshops. 

 

Output-3: A road map for improvement of RBWEM is prepared based 
on the outcomes of Output-1 and Output-2, and MONRE/VEA is ready 
to implement further steps toward the Integrated River Basin Water 
Resource Management (IRBWRM). 

 

3-1 More than 10 C/Ps receive technical training, more 
than 5 C/Ps are trained and obtained enough skills 
and knowledge for implementation of the road 
map. 

3-2 MONRE/VEA takes initiative to coordinate 
necessary activities to prepare the final draft 
legislative documents (Final Draft Decrees, 
Circulars or equivalent documents) based on the 
draft legislative documents developed in Output-1 
receiving support by JET. 

3-3 Inter-provincial coordination models are proposed 
in Cau river basin and Dong Nai river basin. 

3-4 VEA develops the plans to manage RBWEM 
mechanism referring proposed draft legislative 
documents developed by the Project. 

3-5 Based on the Project results, MONRE/VEA develop 
and revise the road map. 

3-1 Data and documents 
prepared by 
MONRE/VEA and target 
DONREs. 

3-2 Training and discussion 
records, and contents of 
proposals. 

3-3 The Final Draft Circulars. 

3-4 The roadmap prepared 
and presentation records. 

3-5 Actual outcomes and 
tools developed by the 
Project, and their use 
conditions. 

3-6 Records and comments on 
seminars and workshops. 

 

Activities Inputs  Pre-conditions 
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Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of Verification Important Assumptions 

Output-1: Capacity of MONRE/VEA and target DONREs in legal 
document development and enforcement on RBWEM is 
strengthened, and MONRE/VEA is going to institutionalize 
RBWEM mechanism. 

  
Activity 1-1: Review current legal documents and enforcement status on 

RBWEM, and find out conflicts and duplications in these 
documents to propose amendments and supplementations 

Activity 1-2: Study and define the functions and responsibilities of 
MONRE/VEA, other relating bodies and local authorities in 
RBWEM 

Activity 1-3: Prepare a program of training courses and conduct training 

Activity 1-4: Prepare the Final draft Guideline/technical report on 
coordination mechanism for RBWEM 

Activity 1-5: Prepare the Draft Circular on assessment of loading 
capacity 

Activity 1-6: Prepare the Final draft legalizing document on main 
wastewater discharge sources for RBWEM 

Activity 1-7: Prepare the Final draft Guideline of Data and Information 
Sharing for Loading Capacity Calculation and Wastewater 
discharge sources Inventory Development 

Activity 1-8: Prepare the Final draft Circular including regulations on 
guiding format and procedure of requesting environmental 
compensation 

Activity 1-9: Prepare the Final draft Circular including regulations on 
stipulating selecting criteria and responsibilities of agency 
providing environmental monitoring and assessment service to 
collect evidences compensation and environmental damage; and 
guiding the setting up and operation of councils for data and proof 
appraisal 

Activity 1-10: Guide and share the outputs developed with concerned 
departments in MONRE/VEA and DONREs in the target river 
basins 

Japanese side 

1) Long Term Expert 

  -Team Leader/ Project Coordination/ Environmental 
Management Policy 

2) Short Term Expert 

- River Basin Water Environmental Management 

- Water Quality Monitoring and Simulation Model 
Analysis 

- Pollution Sources Inventory and Inspection 

- Pollution Load Analysis 

- Pollution Control Measures 

- Water Resources/Hydrology 

- Institutional/Financial Planning and Compensation 

- Data and Information Management 

- Public Awareness 

- Coordinator 

3) Seminars and Workshops 

4) Training in Japan or third country: 3 times during the 
course of the Project (for MONRE/VEA and 
DONREs) 

5) Study Tour in Vietnam: 2 times during the course of 
the Project (For 2days and 3days tour for stakeholder 
related to RBWEM)  

6) Minimum Equipment and Vehicles necessary for 
Project Activities 

7) Local Consultants for Sub-contract Works esp. for 
PP 

 

Vietnamese side 

1) Counterpart (C/P) Personnel 

The Project is officially 
approved by the authority 
of GOV. 

 

MONRE concludes an 
agreement with target 
provinces on Project 
implementation and 
cooperation. 

 

 

Output-2: Enforcement capacity on RBWEM of MONRE/VEA and 
target DONREs is strengthened through implementation of Pilot 
Projects (PPs). 
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Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of Verification Important Assumptions 

 
Activity 2-1: Prepare capacity development (CD) plan based on actual 

CD needs and results of capacity assessment (CA) 
Activity 2-2: Prepare a program of training courses and conduct training 
Activity 2-3: Develop the Pilot Project (PP) implementation plan in Cau 

river basin and Dong Nai river basin clarifying responsibility 
among MONRE/VEA, DONRE, and the JICA Expert Team (JET) 

Activity 2-4: Implement PP in Cau river basin and Dong Nai river basin 
including public awareness 

Activity 2-5: Share the outputs obtained with concerned departments in 
MONRE/VEA and DONREs in the target river basins 

  -MONRE/VEA 

  -DONREs 

2) Project Office Space at MONRE/VEA and target 
River Basins 

3) Budget Allocation for Salary and other Expenditure 
for C/P during the Project Period. 

4) Budget Allocation for Running cost of Equipment 
procured under the Project 

Output-3: A road map for improvement of RBWEM is prepared 
based on the outcomes of Output-1 and Output-2, and 
MONRE/VEA is ready to implement further steps toward the 
Integrated River Basin Water Resource Management (IRBWRM). 
 
Activity 3-1: Integrate all outputs of the Project and reflect it to the draft 

legislative document in Output-1 
Activity 3-2: Prepare a program of training courses and conduct training 
Activity 3-3: Prepare an action plan for improvement of RBWEM 

clarifying roles and responsibilities of concerned stakeholders for 
implementation 

Activity 3-4: Develop overall plan and implementation schedule for 
improvement and institutionalization of RBWEM mechanism to 
MONRE/VEA and DONREs in the target river basins 

Activity 3-5: Prepare a road map including further steps toward the 
Integrated River Basin Water Resource Management (IRBWRM) 

Activity 3-6: Research and develop incentive policy to support RBWEM 
including financial mechanism, mobilization of resources, and 
incentives 

Activity 3-7: Finalizing draft legislative document developed in Output-1 

Activity 3-8: Share the outputs developed with concerned stakeholders 

Source: Minutes of Meeting of 4th JCC  
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Total Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Year 2015

Month 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Output-1

Output-3

Report

JCC/WS

Training

2015
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Output-2

2016 2017 2018

2019

2019

2016 2017 2018

3-1 Integrate all outputs of the Project and reflect it to the draft legislative document in Output-1

2-4 Implement PP in Cau river basin and Dong Nai river basin (including public awareness activities)

2-2 Prepare a program of training courses and conduct training
2-3 Develop the Pilot 
Project (PP) implementation 
plan in Cau river basin and 
Dong Nai river basin 
clarifying responsibility 
among MONRE/VEA, 
DONRE, and the JICA 

2-5 Share the outputs obtained with concerned departments in MONRE/VEA and DONREs in the target river 
basins

1-1 Review current legal documents and 
enforcement status on RBWEM, and 
find out conflicts and duplications in 
these documents to propose amendments 
and supplementations

1-2 Study and define the functions and 
responsibilities of MONRE/VEA, 
other relating bodies and local 
authorities in RBWEM

1-3 Prepare a program of training courses and conduct training

1-5 : Prepare the Draft Circular on assessment of loading capacity

1-4 Prepare the Final draft Guideline/technical report on coordination mechanism for RBWEM

1-6 Prepare the Final draft legalizing document on main wastewater discharge sources for RBWEM

1-7 Prepare the Final draft Guideline of Data and Information Sharing for Loading Capacity 
Calculation and Wastewater discharge sources Inventory Development

1-9 Prepare the Final draft Circular including regulations on stipulating selecting criteria and responsibilities of agency providing environmental monitoring 
and assessment service to collect evidences compensation and environmental damage; and guiding the setting up and operation of councils for data and 
proof appraisal

1-10 Guide and share the outputs developed with 
concerned departments in MONRE/VEA and DONREs 
in the target river basins

2-1 Prepare 
capacity 
development 
(CD) plan 
based on actual 
CD needs and 
results of 
capacity 
assessment 
(CA)

3-3 Prepare an action plan for improvement of RBWEM clarifying roles and responsibilities of concerned stakeholders for 
implementation

3-5 Prepare a road map including further steps toward the Integrated River Basin Water Resource Management (IRBWRM)

3-4 Develop overall plan and implementation schedule for improvement and institutionalization of RBWEM mechanism to MONRE/VEA and
DONREs in the target river basins

3-8 Share the output developed with concerned stakeholders

3-6 Research and develop incentive policy to support RBWEM including financial mechanism, mobilization of 
resources, and incentives

3-7 Finalizing draft legislative document developed in Output-1

Implementation 
of initial
capacity 
assessment (CA)

▽
WP

▽
IC/R

▽
Monitoring Sheet 1

▽
Monitoring Sheet 2

▽
PR

▽
Monitoring Sheet 3

▽
Monitoring Sheet 4

▽
Monitoring Sheet 5

▽
DFR

▽
FR

▽
Monitoring Sheet 6

▽
JCC/WS

▽
JCC/WS

▽
JCC

▽
JCC/WS

▽
JCC/Seminor

1st

Training 
in Japan

1st

Study 
Tour

2nd

Training 
in Japan

2nd

Study 
Tour

3rd

Training 
in Japan

Implementation 
of final CA

1-8 Prepare the Final draft Circular including regulations on guiding format and procedure of requesting environmental compensation

3-2 Prepare a program of training courses 
and conduct training
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Activities

Sub-Activities

Activities

Sub-Activities

Activities

Sub-Activities

3-8 Share the output developed with concerned stakeholders
Plan 

Actual

3-7: Finalizing draft legislative document developed in Output-1
Plan 

Actual

3-6 Research and develop incentive policy to support RBWEM including financial 

mechanism, mobilization of resources, and incentives

Plan 

Actual

3-5 Prepare a road map including further steps toward the Integrated River Basin 

Water Resource Management (IRBWRM)

Plan 

Actual

3-4 Develop overall plan and implementation schedule for improvement and 

institutionalization of RBWEM mechanism to MONRE/VEA and DONREs in the 

target river basins

Plan 

Actual

3-3 Prepare an action plan for improvement of RBWEM clarifying roles and 

responsibilities of concerned stakeholders for implementation

Plan 

Actual

3-2 Prepare a program of training courses and conduct training
Plan 

Actual

3-1: Integrate all outputs of the Project and reflect it to the draft legislative document 

in Output-1

Plan 

Actual

Ⅰ Ⅱ

Output-3: A road map for improvement of RBWEM is prepared based on the outcomes of Output-1 and Output-2, and MONRE/VEA is ready to 

implement further steps toward the Integrated River Basin Water Resource Management (IRBWRM).

Ⅱ Ⅲ ⅣⅣ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

JFY 2019

Actual Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Plan JFY 2015 JFY 2016 JFY 2017 JFY 2018

Ⅲ Ⅳ

2-5 Share the outputs obtained with concerned departments in MONRE/VEA and 

DONREs in the target river basins

Plan 

Actual

2-4 Implement PP in Cau river basin and Dong Nai river basin (including public 

awareness activities)

Plan 

Actual

2-3 Develop the Pilot Project (PP) implementation plan in Cau river basin and Dong 

Nai river basin clarifying responsibility among MONRE/VEA, DONRE, and the JICA 

Expert Team (JET)

Plan 

Actual

2-2 Prepare a program of training courses and conduct training
Plan 

Actual

Actual

Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Output 2: Enforcement capacity on RBWEM of MONRE/VEA and target DONREs is strengthened through implementation of Pilot Projects

2-1 Prepare capacity development (CD) plan based on actual CD needs and results 

of capacity assessment (CA)

Plan 

Ⅳ ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅢActual Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

Plan JFY 2015 JFY 2016 JFY 2017 JFY 2018 JFY 2019

Actual

1-10 Guide and share the outputs developed with concerned departments in 

MONRE/VEA and DONREs in the target river basins

Plan 

1-9: Prepare the FInal draft Circular including regulations on guiding format and 

procedure of requesting environmental compensation and stipulating selecting 

criteria and responsibilities of agency providing environmental monitoring and 

assessment service to collect evidences compensation and environmental damage; 

and guiding the setting up and operation of councils for data and proof appraisal

Plan 

Actual

1-8: Prepare the Final draft Circular including regulations on guiding format and 

procedure of requesting environmental compensation

Plan 

Actual

1-7 Prepare the Final draft Guideline of Data and Information Sharing for Loading 

Capacity Calculation and Wastewater discharge sources Inventory Development

Plan 

Actual

1-6 Prepare the Final draft legalizing document on main wastewater discharge 

sources for RBWEM

Plan 

Actual

1-5: Prepare the Draft Circular on assessment of loading capacity
Plan 

Actual

1-4: Prepare the Final draft Guideline/technical report  on coordination mechanism 

for RBWEM

Plan 

Actual

1-3 Prepare a program of training courses and conduct training
Plan 

Actual

1-2 Study and define the functions and responsibilities of MONRE/VEA, other 

relating bodies and local authorities in RBWEM

Plan 

Actual

1-1Review current legal documents and enforcement status on RBWEM, find out 

conflicts and duplications in these documents to propose amendments and 

supplementations

Plan 

Actual

Output 1: Capacity of MONRE/VEA and target DONREs in legal document development and enforcement on RBWEM is strengthened, and the base 

of institutionalization of RBWEM mechanism is constructed.

Ⅲ ⅣⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ ⅡActual Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Plan JFY 2015 JFY 2016 JFY 2017 JFY 2018 JFY 2019

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
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Source: JET 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1/7-30 3/14-4/1 4/14-5/28 8/1-9/15 11/1-12/15

4/13-4/29   5/17-24, 30-31, 6/6-10 8/6-23, 8/29-9/1 10/10-25  10/31-11/21 4/1-4/5 5/7-16 7/5-7/14 9/9-14,26-27 10/7-9 10/29-11/9 1/21-1/26 2/20-23, 2/28-3/8 3/31-4/3, 4/7-17

1/7-30 4/18 -5/14 8/15-9/30 1/9-25 7/31-9/2 12/4-23   5/7～5/19 7/12-7/26 10/24-11/11 1/7-1/17 3/4-3/16 4/1-4/13

4/10-5/7 7/20-8/20 11/9-12/7 11/13-12/2

1/7(木) -30(土) 3/14(月) - 4/30(土) 8/22-9/30 11/14-12/2 1/9-25 2/27-3/26 6/1-30 8/16-9/20 11/2-21 1/9-26 3/12-23 5/7～5/12 11/6～15 1/9-1/18 3/12-3/19   3/31-4/13

8/17-9/30 10/26-11/11 12/1-17        3/8-3/29,  4/5-4/6 6/15-29, 7/4-14 9/12-28

4/21-5/20 7/20-8/18 1/5-25 2/27-3/18 4/17-5/20 7/24-8/11 9/12-9/30 11/8-21 1/7-19 4/9-4/21 4/8-4/13

5/4-28 11/9-12/8   5/9-6/3 10/10-11/17

4/12-5/7 8/7-9/17 11/1-12/3 4/24-6/7

4/14-5/7 9/1-30 11/1-30 3/1-30 8/1-8/30 1/11-30

5/9-28 9/14-29 1/5-25   5/7-6/3 10/8-11/4 1/7-19

1/7-11 1/12-30 3/14-17 3/18-5/27 7/30-9/30 11/16-12/15 3/1-19 9/11-10/7 3/28-4/21

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 10 11 12

12/24-25

3/27-3/28

12/25 8/2

10/11-14、10/17-21、10/24-26 12/12-15 1/16-20、1/23-27 7/6 8/29 4/18-20,4/24

10/17-21、10/24-28 12/12-16 8/28-30 3/12-15 4/4-6,4/23 3/25-3/27 4/3-4/5

6/29-30 7/3-4

Name Grade Total MM2015 2016 2017 2018 2019

7 8 9 10 11 12 7 7 8 98 9 10 11 12 6
In

 V
ie

tn
a
m

Yoichi IWAI 2

Kengo NAGANUMA 2

(5日) (21日) (1日)

5.97

(24日) (18日) (18日) (28日) (31日) (15日) (30日) (15日)

7.27

(8日) (11日)

(17日) (14日)(8日) (6日) (9日) (6日) (5日) (9日)(22日) (16日) (20日)

  5/9-6/30

(17日) (10日) (12日) (10日) (10日)

10.20
(24日) (13日) (14日) (17日) (11日) (13日) (13日)(15日)

Yoshiki YAMAMOTO 3

(2日) (20日) (13日)(30日) (17日) (23日) (30日) (1日) (31日)

  5/16-6/9

Takashi ONUMA 3

4.47
(21日) (7日) (12日) (20日) (22日) (7日) (16日) (9日) (18日) (2日)

11.33
(24日) (18日) (30日) (10日) (10日) (10日) (9日) (13日)

Kengo NAGANUMA 3

(16日) (20日) (20日)

Hiroshi NAKANO 4
Pollution Source Inventory (PSI) /Pollution Source Control

Measures-1 (Industrial Waste Water)

Inspection Technology

(18日) (12日) (6日)(30日) (19日) (17日) (2日) (26日) (30日)

4.87
(45日) (17日) (17日) (24日) (15日) (11日) (17日)

Yosuke HORIE 4
(8日) (11日) (19日) (14日)(10日) (20日) (12日) (18日) (21日) (2日) (18日) (14日) (20日) (13日) (13日) (6日)

7.30

4.00
(25日) (22日) (8日) (23日) (3日) (22日) (17日)

Yosuke KAWAMOTO 4

4.87
(19日) (7日) (25日) (17日) (30日) (3日) (7日) (31日) (7日)

Takayasu OTAKE 3
(30日)

Masakazu MIYAGI 4

5.47
(17日) (7日) (30日) (30日) (30日) (20日)

Keiichi TAKAHASHI 3
(24日)

4.20
(20日) (16日) (21日) (25日) (3日) (4日) (13日)

Kentaro YAMAMOTO 6 3.67
(5日) (4日) (15日) (15日) (19日) (20日) (7日)

73.62

(4日) (21日)

in Vietnam

Name 格付 Total MM2015 2016 2017 2018

In
 J

a
p
a
n

Yoichi IWAI 2

Kengo NAGANUMA 2

Takashi ONUMA 3

Kentaro YAMAMOTO 6

2018

0.10

(2日)

0.10

(2日)

0.10
(1日) (1日)

Yoshiki YAMAMOTO 3 1.60
(12日) (4日) (10日) (1日) (1日) (4日)

1.60
(10日) (5日) (3日) (4日) (4日)

Yosuke HORIE 4

Data Management-2/ Coordination

Position

Team Leader/River Basin Water Environmental

Management/Water Environmental Policy (including

Environmental Compensation)

Team Leader/River Basin Water Environmental

Management/Water Environmental Policy (including

Environmental Compensation)

Sub-Team Leader/Water Quality Monitoring

Simulation Model Analysis

77.32

Reports

In Vietnam 3.70

0.20
(2日)

Pollution Load Analysis

Pollution Source Control Measures-2 (Domestic

Wastew ater)

Water Resource Management

Administrative and Financial Institution Building

(2日)

(3日) (3日)

Simulation Model Analysis

Pollution Load Analysis

Grand Total

Data Management-1/Information Disclosure and Public

Aw areness

Data Management-2/ Coordination

Position

Team Leader/River Basin Water Environmental

Management/Water Environmental Policy (including

Environmental Compensation)

Team Leader/River Basin Water Environmental

Management/Water Environmental Policy (including

Environmental Compensation)

Sub-Team Leader/Water Quality Monitoring

▲

業務計画書
▲

ICR

▼
MS1

▼
MS2

▲
PR

▼
MS3

▼
MS4

▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼

▼
MS5

▲
DFR

▼
MS6

▲
FR
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Participants List for 1st Training in Japan (JFY2016) 

 No Name Position / Organization 

M
in

ist
ry

 o
f E

nv
iro

nm
en

t a
nd

 N
at

ur
al

 R
es

ou
rc

es
 (M

O
N

RE
) 

1 Dr. Mai Thanh Dung
（Canceled） 

Deputy Director General of Vietnam Environment 

Administration (VEA/MONRE) 

2 Dr. Pham Van Loi Director of Environmental Science Institute (ESI/VEA) 

3 Dr. Nguyen Hoang 
Phuong Lan 

Deputy Head of the Division on Environmental 

Management & Sustainable Development, 

Environmental Science Institute (ESI/VEA) 

4 Ms. Tran Thi Le Anh 
Head of the Division of Environmental Protection of 

Cau River Basin, Wastes and Environmental 

Improvement Department (WENID/VEA) 

5 Mr. Nguyen Duc Tho 
Head of the Division of Administration, Wastes and 

Environmental Improvement Department 

(WENID/VEA) 

6 Mr. Hoang Minh Son 
Deputy Director of Department of Policy and 

Legislation (DPL/VEA) 

D
ep

ar
tm

en
t o

f E
nv

iro
nm

en
t a

nd
 N

at
ur

al
 R

es
ou

rc
es

 

(D
O

N
R

E)
 

7 Mr. Le Hong Son Director of Bac Giang DONRE 

8 Mr. Nguyen Dai Dong Deputy Director of Bac Ninh DONRE 

9 Ms. Tran Thi Minh 
Huong Deputy Director of Thai Nguyen DONRE 

10 Mr. Nguyen Hong 
Nguyen Deputy Director of Binh Duong DONRE 

11 Ms. Vo Niem Tuong 
Head of Environmental Protection Agency, Dong Nai 

DONRE 

12 Ms. Nguyen Thi Thanh 
My (Canceled) Deputy Director of HCMC DONRE 

13 Mr. Phan Van Manh Deputy Director of Ba Ria-Vung Tau DONRE 

Source: JET 
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Participants List for 2nd Training in Japan (JFY2017) 

 No Name Position / Organization 

M
in

ist
ry

 o
f 

En
vi

ro
nm

en
t a

nd
 

N
at

ur
al

 R
es

ou
rc

es
（

M
O

N
R

E）
 1 Ms. Nguyen Thi Tam Department of Planning and Finance（VEA/MONRE） 

2 Ms. Nguyen Minh Phuong Wastes and Environmental Improvement Department 
(VEA/MONRE) 

3 Ms. Le Thanh Nga Environmental Science Institute (ESI/VEA) 

D
ep

ar
tm

en
t o

f E
nv

iro
nm

en
t a

nd
 N

at
ur

al
 R

es
ou

rc
es

（
D

O
N

R
E）

 

4 Ms. Dam Thi Huong Giang Deputy Director, Environmental Protection Agency, Bac 
Giang DONRE 

5 Mr. Dang Van Duong Deputy Director, Environmental Protection Agency, Bac 
Ninh DONRE 

6 Mr. Vuong Van Thanh Head Div., Div. of management of water resources, Climate 
changes. Thai Nguyen DONRE 

7 Mr. Nguyen Ngoc Chau Deputy Director, Binh Duong Environmental Protection 
Agency, Binh Duong DONRE 

8 Mr. Trinh Trọng Trung Head Div., Div. EIA, EPA, Dong Nai DONRE/EPA 

9 Mr. Tong Viet Thanh Deputy Head, Division of Management of water resources, 
minerals and marine, HCM DONRE 

10 Ms. Nguyen Thi Hong Tam Environmental Protection Agency, Ba Ria-Vung Tau 
DONRE 

Source: JET 
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Participants List for 3rd Training in Japan (JFY2018) 

 
N

o 
Name Position / Organization 

M
in
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ry

 o
f 

En
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nm

en
t a

nd
 

N
at
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 R
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rc

es
（

M
O

N
R

E）
 1 

Dr. Ms. NGUYEN Thi 

Phuong Mai 
Deputy Director 
Environmental Science Institute (ESI), VEA/MONRE 

2 Ms. LE Thi Bich Thuy 
Staff 
Department of Waste Management (DWM), 

VEA/MONRE 

3 
Ms. NGUYEN Thi Hong 

Phuong 
Staff (Chief Accountant) 
Environmental Science Institute (ESI), VEA/MONRE 

D
ep

ar
tm

en
t o

f E
nv

iro
nm

en
t a

nd
 N

at
ur

al
 R

es
ou

rc
es

（
D

O
N

R
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4 Mr. DANG Son Hai 
Deputy Director 
Ba Ria - Vung Tau Department of Natural Resources and 
Environment (DONRE) 

5 Mr. BUI Hai Thien Vu 
Officer (Environmental Specialist) 
Department of Environmental Protection, Ho Chi Minh 
(HCM) DONRE 

6 Mr. LE Van Tan Chief, Mineral and Meteorology’s Office 
Water Resources, Binh Duong DONRE 

7 Mr. Nguyen Viet Ha Officer 
Administrative office Dong Nai DONRE 

8 Mr. NGO Quang Truong Deputy Director 
EPA, Bac Giang DONRE 

9 Ms. PHAM Thi Nga Head of Environmental Monitoring Station, 
Thai Nguyen DONRE 

10 Mr. TRAN Chung Deputy Director 
EPA, Bac Ninh DONRE 

Source: JET 
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